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○午前１０時００分開会 

○松永委員長 

 ただいまから、ＳＤＧｓ推進行財政改革特別委員会を開会いたします。 

 本日は、お手元の審査・調査予定表のとおり、特定事件調査およびその他を予定しております。 

 なお、本日は、議題に関連して、政策推進担当課長およびＳＤＧｓ推進担当課長にご同席いただいて

おりますので、ご案内いたします。 

 本日も、効率的な委員会運営にご協力をお願いいたします。 

 本日は、１名の傍聴申請がございますので、ご案内いたします。 

                                              

１ 特定事件調査 

 (1) ＳＤＧｓに関すること 

○松永委員長 

 それでは、予定表１の特定事件調査を議題に供します。 

 初めに、（１）ＳＤＧｓに関することのうち、ウェルビーイング・ＳＤＧｓ推進ファンドおよび中高

生リバースメンター事業について調査を行います。 

 理事者より一括してご説明いただき、その後に、委員の皆様にはご意見・ご提案等をいただいて、活

発な議論をしていただければと考えております。 

 それでは、理事者よりご説明願います。 

○井添ＳＤＧｓ推進担当課長 

 私からは、１特定事件調査（１）ＳＤＧｓに関することのうち、まず、初めに、ウェルビーイング・

ＳＤＧｓ推進ファンド事業選定状況についてご説明をさせていただきます。 

 恐れ入りますが、資料をご覧いただけますでしょうか。 

 まず、項番１、応募状況でございます。６月１１日から３０日までの期間で提案を募集しましたとこ

ろ、８事業の応募がございました。分野については、環境や地域活性化、女性福祉や高齢者福祉など幅

広い分野からの提案がございました。 

 続きまして、項番２、第一次審査でございます。７月１４日に実行委員会にて第一次審査の書類審査

を行いました。 

 まず、（１）審査基準でございますが、応募事業者に提示している実施要領に記載の申請できる企

業・団体等の要件および対象となる事業の要件を満たしているかで審査を行いました。各要件につきま

しては、右側の上半分に記載しておりますので、ご参照いただければと存じます。 

 お戻りいただきまして、次に、（２）審査結果でございますが、応募事業８件のうち６事業が第一次

審査通過となり、残り２事業が不採用となりました。 

 続きまして、項番３、第二次審査でございます。８月２２日に第一次審査を通過しました６事業を対

象とし、第二次審査、プレゼンテーションを実施いたしました。プレゼンテーションの流れといたしま

しては、事業者からの説明が１０分、質疑応答が１５分、委員の採点５分の１事業所当たり３０分で行

いました。 

 まず、（１）審査方法でございますが、審査員が、右側の資料の下の表にございます、各評定項目に

ついて採点を行いまして、全審査員の総合評価に基づき、事業の選定を行いました。 

 お戻りいただきまして、①評価点の考え方につきましては、審査員の採点を評定項目ごとに平均し、
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合計点を算出し、評価点といたしました。評価点は１００点満点でございます。 

 次に、②採点基準についてでございますが、６０点を採点基準とし、この点数を満たさない、つま

り、５９点以下の事業につきましては、原則選定しないことといたしました。 

 次に、（２）審査結果でございます。第二次審査の結果、プレゼンテーションを実施した６事業全て

を助成対象事業として選定いたしました。詳細につきましては、後ほどご説明いたします。 

 （３）助成金額の合計は、１,６３２万２,０００円となりました。なお、助成金額の基準については、

その下に記載のとおりでございます。 

 続きまして、項番４、今後のスケジュールでございます。９月１９日に事業者に対し助成金の交付を

概算払いで行いました。その後、３月上旬までに、事業者からの実績報告を受け、助成金の額の確定を

してまいります。この金額を超える額を既に交付している場合には、超過分の返還を求めてまいります。

そして３月に、事業者から実行委員会に対して事業の成果を報告する報告会を開催する予定でございま

す。 

 続きまして、選定事業について、その概要をご説明いたします。次のページ、右上に別紙と記載のあ

る資料をご覧ください。選定されました６事業それぞれについて、事業者名、事業概要、助成金額、主

なＳＤＧｓのゴールを掲載しております。このうち事業概要につきましては、①目的、②内容、③実施

計画[実施場所]を事業者から提出がございました申請書を基に記載しております。 

 まず、１事業目は、株式会社タンソーマンＧＸの「中小企業向けＡＩ電気相談所設立プロジェクト」

でございます。区内中小企業が自社の温室効果ガス排出量を把握し、迅速に脱炭素施策の意思決定がで

きるような支援を目的とした事業でございます。内容は、ｉＰａｄ端末を常設したＡＩ電気相談コー

ナーを設置し、利用者が電気やガスの明細書を端末からアップロードすると、ＡＩが６０秒以内に 

ＣＯ２排出量と電気コスト推移を自動可視化し、最適な再エネ・省エネ手段を提案するというものでご

ざいます。実施計画[実施場所]については、記載のとおりでございます。 

 次に、２事業目は、ノバルス株式会社の「高齢者ヒヤリハットサポート事業」でございます。独居高

齢者が自宅で安心して暮らし続けられる支援の実現を目的とするものでございまして、内容は、事業者

が提供する高齢者の安否確認サービス「みまもり電池」において、追加機能として開発中のヒヤリハッ

トアラートの検証を行うものでございます。 

 右側に移りまして、３事業目は、エフバイタル株式会社の「『子どもの強み』をＡＩで発見！？ 品

川Style親育ち講座」でございます。保護者に、楽しみながら医学的・発達的に正しい知見を提供し、

子どもが安心してチャレンジできる環境づくりに取り組むことを目的とした事業でございます。スマー

トフォンで子どもの動きを撮影し、その動画をＡＩ技術を用いて解析することで、子どもの個性を発見

し、その子一人一人に合った関わり方を提示するというもので、体験会等の開催を予定しております。 

 次に、４事業目は、株式会社ＨＡＴＨＭの「スポ超式・運動神経向上プロジェクト～『運動音痴』を

なくす！次世代キッズスクール創設に向けた実証事業～」でございます。トップアスリートの専門的知

見を活用した運動体験の質の向上により、子どもたちのウェルビーイングにどのようないい影響を与え

るかを検証し、地域に根差した持続可能な教育モデルを構築することを目的とした事業でございます。

内容は、８月のキックオフイベントと、それに続く月次ワークショップを通じ、参加児童の運動能力や

自己肯定感の変化を測定・分析するというものでございます。 

 次に、５事業目は、昨年度の選定事業の継続事業となる２年目の応募でございまして、一般社団法人

めぐもりの「目黒駅前ウェルビーイングupプロジェクト」でございます。目黒駅周辺地域において、世
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代を超えた人々の間に緩やかな広がりをつくることを目的とした事業でございまして、内容は、記載の

ような様々な形で交流できる企画を日常的に展開していくものでございます。昨年度との違いといたし

まして、地域でのボランティアニーズの掘り起こしや活動の担い手と町会・団体とのマッチング、企業

関係者の巻き込みによる支援体制の強化を挙げております。 

 最後に、６事業目でございますが、同じく２年目の継続事業の提案でございまして、株式会社ラヴィ

プラスの「拠点型テーマ発見コミュニティの運営」です。武蔵小山に開設した拠点、しながわPlaceで

の活動を通じて、遊びを通じた子どもたちの自立成長促進、多世代の交流、共同プロジェクトの遂行に

よる若者のキャリア支援などを目的とした事業です。内容は、週３回、子どもたちが遊べるスペースを

オープンし、子どもやＺ世代の若者たちが遊び、交流するというものでございます。昨年度からの違い

といたしまして、地域とのつながりをより強固にし、親世代の交流や地域に根差した活動を通じた新た

な社会接点の創出を目指すとともに、固定費の負担軽減のために、レンタルスペースとしての貸出しな

どのコスト軽減手法を検討していくと聞いております。 

 なお、資料に記載の実施計画[実施場所]は、現時点の予定でございますが、今後、イベントなどの予

定が判明しましたら、委員の皆様に改めてご案内をさせていただきます。 

 ウェルビーイング・ＳＤＧｓ推進ファンド事業選定状況についての説明は以上になります。 

 続きまして、（１）ＳＤＧｓに関することのうち、中高生リバースメンター事業実施状況についてご

説明をさせていただきます。 

 恐れ入りますが、資料をご覧いただけますでしょうか。 

 まず、項番１、目的でございます。中学生・高校生自らが政策提言をし、社会を変える実感を持つこ

とによって、ＳＤＧｓ未来都市計画において区が目指している次世代の担い手の育成と、「子どもとと

もに創るウェルビーイングシティしながわ」の実現へつなげるものでございます。 

 次に、項番２、事業概要でございますが、中高生が専門家や区の職員からサポートを受けながら、区

の地域課題や社会課題について自身の問題意識を深掘りし、アイデアを磨き上げ、政策を立案していき

ます。そして区長の前のプレゼンテーションをし、政策提言をします。その後、事業化を目指していく

というものでございます。 

 続いて、項番３、実施経過ございますが、リバースメンターに選定された中高生１０名は、６月の委

嘱式・意見交換の後、全４回の検討会を経て、９月２１日日曜日に区長へのプレゼンテーションを行い

ました。それぞれの実施内容については記載のとおりでございますが、検討段階に応じた提言案に対し

て、専門家や区の職員からのフィードバックを通じて案を練り上げてまいりました。 

 なお、全体で行った４回の検討会以外にも、一覧の下に記載のようなことに、各リバースメーターが

取り組んでまいりました。 

 続きまして、リバースメンター１０名からの各提言内容についてご説明いたします。事業の右側、提

言内容の表をご覧ください。 

 まず、１人目の提言テーマは、「投票率９割超、積極的な政治参画が当たり前の社会に」でございま

して、主な内容は、「こどもせんきょ」の実施、小学生でも理解できる選挙公報の作成、公開討論会の

実施などでございます。 

 次に、２人目のテーマは、「ＳＮＳ犯罪・トラブルに巻き込まれる子どもを守るために」でございま

して、主な内容は、市民科におけるＳＮＳ講演会実施の義務化、「しながわＳＮＳ安全支援パック」に

よる学校支援、広報紙掲載やＳＮＳ利用実態調査の定期実施というものでございます。 
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 次に、３人目のテーマは、「デジタル情報発信力を強化し、区民の『知らなかった』をなくす」でご

ざいまして、主な内容は、公式ＬＩＮＥを活用した情報発信の強化、小中学生のｉＰａｄを使ったデジ

タル情報発信でございます。 

 次に、４人目のテーマは、「タバコの害を与えない受けない社会へ」でございまして、主な内容は、

通学時間帯の禁煙の呼びかけ、小中高生を対象としたポスターコンクールの実施、ＳＮＳを活用した禁

煙の気運醸成というものでございます。 

 続きまして、５人目のテーマは、「教員の業務負荷軽減に向けた大学との連携強化」でございまして、

主な内容は、区内６大学との包括協定を活用した大学生による教員支援でございます。 

 次に、６人目のテーマは、「西大井駅周辺の明るいまちづくり」でございまして、主な内容は、西大

井マルシェイベントの開催、理想の西大井広場コンペの開催というものでございます。 

 次に、７人目のテーマは、「旧東海道の活性化～立会川から青物横丁～」でございまして、主な内容

は、立会川から青物横丁のマップの作成、地域ボランティアによるツアーの実施、区のＳＮＳでの発信

強化でございます。 

 次に、８人目のテーマは、「地域企業と連携したＳＴＥＡＭ教育による人材育成」でございまして、

主な内容は、区、学校、企業が連携した体験型イベントや出前授業の実施、ＳＮＳの地域メディアを活

用した取組の発信、地元企業と学校が連携した講座の開催というものでございます。 

 次に、９人目のテーマは、「『危機感の継承』をテーマとした新しい環境モデルを導入し、品川区

を２３区の環境教育の先導都市にする」でございまして、主な内容は、品川区立学校の５から７年生が

低学年に対して授業を行う体験型プログラムの実施というものでございます。 

 最後に、１０人目のテーマでございますが、「子ども食堂を軸とした子ども支援の促進」でございま

して、主な内容は、広報活動による子ども食堂のイメージ改善、子ども食堂の機能に応じた補助金交付

というものでございます。 

 資料の左側にお戻りいただきまして、最後に、項番４、今後のスケジュールでございます。区では、

リバースメンターからのこれらの政策提言を受け、今後、各所管課にて事業化へ向けた検討を実施して

いく予定でございます。 

○松永委員長 

 説明が終わりました。 

 それでは、本件につきまして、ご質疑・ご意見・ご提案等がございましたら、ご発言願います。 

○あくつ委員 

 順番を入れ替えて、中・高生リバースメンター事業のほうから幾つか伺っていきたいと思います。少

し長くなってしまうかもしれません。 

 私もこの当日、この日、区長へのプレゼンテーションの当日、ＳＨＩＰのほうに伺って、時間の都合

で前半５件のみヒアリングというか、一緒にそれを拝聴させていただいて、本当に総体的にはすばらし

いプレゼンテーションだったということは実感をいたしました。 

 驚いたのが、かなりつくり込んでいるという印象を受けて、いわゆる区議会でそのまま誰かが提案を

したような事業で、恐らく議会の中でのいろいろな批判等にも耐えられるような内容にまで仕上がって

いたなというのが印象的でした。 

 発想としては、中高生のすばらしい発想というのを活かしながらというところで、それが率直な印象

です。 
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 ただ、若干、危惧を覚えるところがあって、そこを確認していきたいのですけれども、まず、この目

的というのが、中高生リバースメンター事業実施事業ということで、「中高生自らが政策提言をし、社

会を変える実感を持つ」ということ。ここに書いてありますが、令和７年９月以降、政策提言に対して

各所管課にて事業化へ向けた検討を実施と、要するに、もう実施前提になっているわけです。いわゆる

政策提言である。提言なのに、もう実施、予算化、こういうふうに、何というのですか、前提である。

今までの流れが分からない中で、１回のプレゼンテーション、形式上はそうなっています。いわゆる区

議会での審査も経ていない。当然それは提案ですから、区長の中の事業提案という中で、それに関して、

私は少し危機感を覚えたのです。議会に対しての危機感ではなくて。 

 例えば、ある品川区内の学校から我々に請願・陳情を出されて、それに対して、子どもが提案したこ

とだからやりますということは、我々は絶対言えないので、慎重な検討を加えた結果、その陳情に関し

ては継続という形で結論を出さないで、しっかりそれを見ていきましょうということにしました。 

 それが、今回のこの１０件に関しては、１件目のところについては、区長のそのときのコメントの中

で、もう既におっしゃっていましたけれども、公職選挙法上の関係でなかなか難しいとは聞いています

というようなことで、この「こどもせんきょ」といいますか。ついては、そのようなことが事前に情報

が入っていて、やり取りもあって、そこに関してが、私は、なかなかこれ、そういうのを、何というの

ですか、うがって言えば、これは、私はさっき、つくり込んだと申し上げましたけれども、子どもの発

想で、こういう社会課題があって、こういうふうにいけばうまくいくのではないかという発想を、行政

とうち打ち合う中で、それはできませんよ、でも、こういうやり方もありますよ、こういうことを、こ

こにも書いてありますが、スケジュールの中でいろいろ打ち合ってできていった。ただ、その中で、行

政が誘導できないこともないのです。こういうふうなことができますよ、行政がやりたいことを子ども

たちの提案に乗せてやっていくということも、はっきり言って、それぐらいつくり込んであったと私は

思ったのです。 

 だから、それに関して、何というのか、そこの子どもの発想を、そのまま純粋に聞いた感じというの

は、何というのですか、そこがどう担保されているのかなというところが少しあったので、例えば、こ

の１０番目の子ども食堂に関するテーマ、私、これは時間がなくて拝聴していないのですけれども、こ

こについては、子ども食堂の代表的な関係者と、その提案者とかの方たちは、意見交換というのはされ

たのですか。そこについても含めて教えてください。 

○井添ＳＤＧｓ推進担当課長 

 リバースメンターのプレゼンテーションをご覧いただいてのご感想等を頂戴しましてありがとうござ

います。 

 委員ご懸念の、危惧をされていらっしゃるというところのご指摘について、まず、回答させていただ

きます。 

 中高生１０名の提案内容なのですけれども、まず、前提としまして、これは事業化を前提として、私

ども、プレゼンテーションまで完成させているということでは決してございません。あくまで、これは

区長に対して、中高生それぞれの地域課題、社会課題に対する問題意識からの提言でございまして、こ

の後、所管課と、そこでも少しリバースメンターには関与してもらうことを考えているのですけども、

事業課のほうで、それが区として、事業化を進めるべきかどうかということを検討いたしまして、来年

度予算案に反映できるものにつきましては、予算編成過程の中で区として審議をさせていただいて、議

会にお諮りし、予算特別委員会の中でも審議させていただいて、お諮りいただくというプロセスを踏ん
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でまいりますので、決して１０名の者が事業化前提に、あそこまで構築したというものではないという

ことは申し伝えておきます。 

 あとは、区の職員も、第２回の検討会から実際に入って、リバースメンターのフォローですとか質問

の対応とかしてまいりましたので、委員がご指摘のような、下手をすると誘導もできてしまうというご

指摘も出てくるかと思いますが、こちらにつきましては、あらかじめ区の職員に対して事前研修という

形で、私ども企画課のほうから、それぞれのリバースメンター１０名に対して関わってもらう職員に対

しては研修をいたしました。 

 その中では、国のガイドラインでございます、「こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライ

ン」というものをこども家庭庁が作成しておりまして、そちらにのっとって、子どもの意見を尊重する

というか、否定しないですとか、聞く姿勢とか、あとは、子どもが言いづらいところをうまく引き出し

て、子どもの本音を子どもが言いやすい環境づくりをする。あとは、もっと手前のところで、子どもの

セーフガーディングに抵触するような行為、例えば子どもと１対１になってしまうとか、身体的な接触

とか攻撃的な言葉を使う、そういうことは決してしないようにというような研修を事前にさせていただ

きましたし、あとは各回においても、所管である私ども企画課の職員で、それぞれの職員とリバースメ

ンターとの話の様子なども確認をする中で、そういった誘導するような場面はなかったと考えておりま

す。 

 ですので、基本的にはリバースメンターが、自分の問題意識を深掘りして、政策提言につなげたもの

というものでございます。 

 また、子ども食堂、１０番目の提言を、中高生の子ども食堂、既存のネットワークの方との意見交換

があったかというところでございますが、各リバースメンターの検討会の間に、関係団体ですとか、あ

とは、その分野の専門家の方などへの取材などを個別に行っております。最後の子ども食堂の提案をし

た中高生につきましても、子ども食堂を運営している団体への取材というのは行った上での調査でござ

いますが、区内、ご存知のとおり数々の運営主体がございますので、その全てを網羅する形では聞いて

はいないところでございます。 

○あくつ委員 

 説明はよく分かりました。 

 ここに書いてあるとおり、今後のスケジュールのところを見ると、政策提言に対して各所管課にて事

業化へ向けた検討を実施という記載があったので、先ほど私が申し上げた、実施前提というようなこと

ではないと、この記載を見て私はそう思ったのですけれども。あと、その目的のところが「社会を変え

る実感を持つ」と、それはやはり政策が実現されないと実感は持てないのかなと私も思ったので、そこ

については、あくまで提言であると。それを政策にしっかり落とし込むところまでは、それは区長が責

任を持ってやると。区長が一応、予算の提案権、事業の提案権を持っていますから。ということでの今、

確認をしたという認識です。 

 繰り返しになりますけれども、フォローするわけではないですが、すばらしいプレゼンだったがゆえ

に、逆に、さっき言った、ごめんなさい、子どもの能力を私が甘く見ていたのかもしれませんけれども、

すばらしい提案だったがゆえに、大人の意図が入り込んでいたら困るなというところでの質問、先ほど

の意図ですので、それではないということでの今のご答弁だと思いますので、承知いたしました。 

 子ども食堂に関しても取材をされたということであって、別に全部のところ、４０件全部をやるとい

うのは無理です。私もやったことがないので。ただ、代表的なところはやられたのだと思うので、分か
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りました。 

 あくまで提言であるということであれば、すばらしい内容かなと思います。 

 中高生リバースメンターに関しては、私は一旦ここで。ほかにも質問されたい方がいると思うので。

ファンドのほうは、また、改めて質問します。一旦切ります。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたら、ご発言願います。 

○安藤委員 

 リバースメンターということなので、流れでお伺いしたいのですが、一昨年、私は文教委員だったの

です。そのときに、尼崎市の視察に行きまして、委員の１人として、類似の先行施策を視察してきたの

ですけれども、今回、品川区でも、こういった中高生リバースメンター事業ということで、子どもを権

利の主体と捉えて、子どもは自分に関わるあらゆることについて自由に意思を表すことができて、大人

はそれを子どもの発達に応じて真剣に受け止め、一緒に考え、行動するという、この子どもの意見表明

権の具体化そのものだなということで、物すごく評価しているのです。ぜひ継続・発展させていただき

たいと思います。 

 選定された提言ですけれども、どれも新鮮でいいアイデアだと思うのですが、個人的には、１番目の

「投票率９割超が当たり前の社会に」ですとか、あと９番目の「危機感の継承をテーマとした環境教育」

という辺りが、若者らしい正義感が真っすぐ表れたものだと思って、特に印象に残ったアイデアでした。 

 少し伺いたいのですけれども、専門家と書いてあるのですが、事業実施の経過の中で、専門家からと

いうのがあるのですが、どのような方なのか。これは、それぞれのテーマに沿った、それぞれの専門家

という意味なのかを伺いたいのと、あと、１０名の方が提言されたのですが、今の時代、男女というの

もどうかと思いますが、１つの客観的な事実として、中高生とか男女の比率というのはどうだったのか。

あと、そもそもの募集ですけれども、どのように行って、応募された方の主な動機というのですか、何

かそういった辺りがもしあれば教えていただきたいと思います。 

○井添ＳＤＧｓ推進担当課長 

 何点かご質問いただきました。 

 まず、今回の中高生リバースメンター事業に携わっていただいた専門家に関する方、どのような方な

のかというご質問かと思います。当初は、それぞれのテーマの専門家に入っていただくことも検討した

のですけれども、本当に、ご覧のとおりテーマが、十人十色テーマでございましたので、今回関わって

いただきました専門家につきましては、国の政策を立案するような現役官僚の方、例えば財務省ですと

か、内閣官房ですとか、こども家庭庁などの現役官僚の方ですとか、あとはテレビ局の報道記者の方で

すとか、新聞社ですとか、あとはジャーナリストの方、あとは有識者ということで、大学教授の方など

に携わっていただいております。なので、テーマそれぞれにというよりは、広く社会課題について

ジャッジできるというか、その政策の立て方などについてアドバイスできるような方をお選びしている

ところでございます。 

 続きまして、応募に当たって何点かご質問いただいております。まず、１０人の男女比でございます

が、男女比については、１０人中８名が女性ということで、男女比は女性８名に対して男性が２名とい

う男女比になります。 

 あとは、応募ですけれども、今回初めての新規事業でございましたので、広く知っていただくという

ことで、区内の全ての公立それから私立の中学校・高校に、募集のご案内のチラシを配布させていただ
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きました。また、併せて、区有施設、図書館でございますとか、中高生が使うような児童センターでご

ざいますとか、あとはマイスクールですとか、児童相談所等にもチラシのほうを置かせて案内をしたと

ころでございます。 

 全体での応募人数は、１６名から応募がありまして、その時点で男女差は、女性のほうが多い。女性

が１０名、男性が６名からの応募でございました。と中学生、高校生の内訳でございますが、１０名の

うち、中学生が３名、高校生が７名という内訳になっております。応募人数につきましても、１６名

中１１名、高校生からのご応募ということで、中学生が少ない割合になっていたというところでござい

ます。 

 あと、主な動機につきましては、個々に、何で応募したのというところまで聞いてはいないのですけ

れども、どういった経緯で、例えばチラシを見て応募いただいたのか、保護者の方から勧められたのか

というようなところは少し、ヒアリングというか何人かに聞いているところでございますが、皆さん、

ふだんから生活する中で、何かこうもやもやすることとか、課題意識というのがあったので、チラシを

目にしたときに、これを自分から伝えるいい機会だと思って自発的に応募してくださったという。保護

者から勧められてという方も、ヒアリングの中では１名もいらっしゃらずに、自分たちで、例えば図書

館のチラシを手に取ったとか、学校から渡されたチラシを見てというふうに聞いているところでござい

ます。 

○安藤委員 

 ご説明を聞けば聞くほどすばらしい事業だなと思ってしまいます。目的自体が、やはり社会を変える

実感を持つということによって、社会の担い手を広げていくということでありますので、すごく今、日

本の社会にとって大事なことだと思って、それを、かなり惜しみもなく人材を、ありとあらゆるつてな

ども活かしつつ、丁寧にやっているというのはすごいなと思いまして、若干、お知らせも相当な規模で

広くやっていると思ったのですが、１６名というのは若干少ないかなと思うのですが、ただ、やはりこ

れは続けて、継続・発展させていくことで、どんどん応募も増えていくと思いますので、ぜひ、この事

業の成功のために、最後まで努力していただきたいですし、さらに、次年度以降も発展させていただき

たいと思います。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたら、ご発言願います。 

○新妻委員 

 リバースメンター事業についてお伺いしたいと思います。 

 私も当日、ここに参加をさせていただきまして、８名の方まで発表を見させていただきました。今ま

で、あくつ委員からもありましたけれども、すばらしい、プレゼンテーションの力がすごいなというこ

とを感じまして、これを運営してくださっている笑下村塾のたかまつななさんとも話す機会があったの

ですが、こういうプレゼンの仕方とか、そういうことというのはレクチャーがあったのですかと聞いた

ら、そういうこともやるけれども、そもそも発表してくれている皆さんお一人お一人が、既にそういう

能力がある方ですというお話があって、本当にすごいメンバーがここに集われているのだということを

感じました。 

 １つ、今の人選とか、どういうふうに周知したのかということもご説明がありましたけれども、私立

の学校の方が多かった、品川区内の私立に通っている方が多かったという印象でして、最後の中学

校３年生の方が区立学校なのか、私は分からないのですが、区立学校の区内のそういう方の応募がな
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かったということが少し残念だったなという印象があります。 

 お伺いしたいのが、今回、皆さん、それぞれテーマが本当にすばらしいと思ったのですけれど

も、１６人の応募の中でプレゼンテーションをした上で、この１０人に絞られて、今回この１０名が発

表しているテーマというのが、最初にプレゼンをされたときのテーマなのか、それとも、委嘱式が終

わって、検討会が４回行われる中で、それぞれテーマを皆さんがつくり上げてきたのか、そこら辺を少

し教えていただければと思います。 

○井添ＳＤＧｓ推進担当課長 

 プレゼンのテーマの最初があったのかというご質問でございますが、その前に少し補足をさせていた

だければと思います。 

 まず、今回、区立学校の方からのリバースメンターの応募が少なかったというところなのですけれど

も、応募に当たっては、区立学校の方から１名ご応募があったのですが、残念ながら選ばれず、結果的

に区立の中学校からリバースメンター、今回の１０名には入っていないというところでございまして、

こちらにつきましては、今年度、実績もございますので、こういう形で実施したということ、動画など

も作成して、周知については来年度以降、区立学校も含めて広く周知してまいりたいと思っております。 

 また、リバースメンターの選定に当たっては、６００字程度の作文の審査だけで行っておりまして、

最初の段階ではプレゼンは見ておりませんので、プレゼンについては検討会を進める中でですとか、本

番の区長の前でのプレゼンテーションに向けた練習などで、選ばれた１０名が実施していたというとこ

ろでございます。 

 委員からご質問いただきましたテーマについてでございますが、最初の委嘱式の段階、それから審査

をした作文のテーマそのものが、子どもたちがそれぞれが抱えて、これで提言をしたいというテーマ、

社会課題なのですけれども、そこからテーマの内容が、検討会などを通じて変更していった方は数名い

らっしゃいました。ただ、大きなところで、子どもたちがなぜその課題を課題と思っているのかという

きっかけですとか、自身の原体験みたいなところですとか、あとそれをどういう社会を目指していきた

いのかという目的の部分、そこの軸自体は、誰１人変えておりませんで、例えば、実際に少しテーマが

広過ぎたので、自分が実現可能な提案に落とし込むために、少しテーマを絞ったというような変更につ

いては数名いらっしゃったということですし、あとは対象を、最初は区民全世代に広げていたところを、

より効果がある世代に絞ってというような変更は数名いらっしゃったという形です。 

○新妻委員 

 すばらしい、日頃からそういう感覚を持ちながら品川に住んでいらっしゃるのだということをまた感

じました。 

 また来年度も継続というお話もありましたので、来年度につきましては、また、区立中学校の方から

もぜひ応募をいただけるような周知を進めていただきたいと思いますし、継続して、この流れができる

といいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 最終的には、今後のスケジュールとしては、９月以降に事業化へ向けた検討実施とありますが、全て

がこのままということでもないですよというようなお話もありましたが、今後これが事業化になったと

き、１０テーマありますけれども、今後、事業化になったときには、テーマを挙げてくださった方々へ

の返しといいますか、何かそこでまたイベント的なことがあるのかとか、もう少し今後の流れを教えて

いただきたいと思います。 

○井添ＳＤＧｓ推進担当課長 
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 リバースメンター１０名からの提言内容を受けて、その後の事業化の検討後の子どもたちのフィード

バックなどの機会があるのかというご質問かと思います。 

 今まだ細かな日程については調整中でございますが、来年度の予算編成過程の予算案が出来上がって

議会の審議をいただく辺りの２月末とか３月の段階で、リバースメンター１０名と、また、区長、教育

長との意見交換のような場を設けることを現在検討しております。ですので、そこで、来年度予算だっ

たり、それ以降だったり、事業化される提案も、それ以外の提案も含めて、区での検討がどのようにな

されて、できない事業であれば、なぜそれが困難なのかといったこともきちんとフィードバックをする

ことによって、先ほど、目的でもあります社会を変える実感を持つということがあったのですが、それ

は、全てが、政策ができるから社会を変えられたというわけではなくて、できないという現実もきちん

とフィードバックすることによって、それでも自分できちんと区長に伝えたということで、一定の実感

を持っていただけるのではないかと私どもは考えているところでございますので、きちんとそこは

フィードバックしていけるように準備を進めたいと思っております。 

○新妻委員 

 すごく大事な視点かなと思います。できること、できないこともあるかと思いますし、そのことを

しっかりと、今回提案をいただいた皆様にお伝えいただくということは非常に大事なことですし、また、

できなかった、選ばれなかった方たちにとっても、今後はこういう視点でまた見返して、こういうふう

な方法でというふうにもつながっていくとも考えられますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたら、ご発言願います。 

○こしば委員 

 私もリバースメンターのところで質問させていただきます。 

 テーマは１０項目ありまして、ソフト、ハード、また両面ある中で、地域性の課題も幾つかございま

して、そこの辺りでお聞きしたいなと思うのですけれども、実は地域の町会の役員のお子さんが恐らく

リバースメンターのお一人でございまして、すごく丁寧に地域の声を拾っていく、具体的に、グーグル

を使ったアンケートを実施されて、地域中心に、どのぐらいの数が集まったか分かりませんが、そう

いったことをすごく綿密にされていたのです。 

 その一方で、先ほどの説明ですと、事業化を実践するかどうかは分かりませんが、これから検討して

いくという中で、地域性があるということは、当然、その地域の中で動いている団体や現場の人がいる

わけではないですか。今後、本当に純粋な気持ちでテーマを立てて、自分たちで研究して、いろいろな

声を拾い上げていって、そういう中で、今後事業化するに当たって、当然、その地域との兼ね合いもあ

りますので、協議体のようなものとの意見交換といいますか、調整が多分、どうしても必要になってく

ると思うのですけれども、その辺りのスケジュールというか、そこまではないかもしれないですが、考

えについて教えていただければと思います。 

○井添ＳＤＧｓ推進担当課長 

 委員から、今回の提案の中で地域に根づいたというか提案も何件かございますので、今後その地域と

連携の仕方とか折衝の場があるのかというようなご質問をいただきました。 

 今後、各所管にて事業化の検討を進めてまいる中で、中高生リバースメンター、当日のプレゼンテー

ションは３分間だけでございましたので、本人が、委員から先ほどご紹介があったようなアンケートを

使った調査の調べた内容なども資料として提出、所管と確認しながら、事業化に向けた検討を進めてま
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いりまして、そこで来年度予算ですとか、事業化を本格的な実施に向けて検討する中においては、委員

ご指摘のとおり、当然、地域に関することについては地域の団体や住民の皆様のお声など、きちんと丁

寧に聞きながら進めていく必要があるかと思いますので、それは各所管と連携しながら、リバースメン

ター含めて事業化の過程で実施していければと考えているところでございます。 

○こしば委員 

 ぜひ、その辺、地域の未来に関わってくるわけですので、それが場合によっては、地域で活動する団

体の声がまた大きくなってしまうと、それは本来の趣旨にもまた外れていってしまいかねないのですけ

れども、そこはぬかりなくといいますか、調整して進めていただきたいなと思います。よろしくお願い

いたします。 

○あくつ委員 

 さっき新妻委員のやり取りの中で、今回、十数名の方が応募をされて、１０名の方が６００字の作文

で選ばれたという話の中で、提言テーマ１のところで、かなり具体的な内容の記載があるのです。来年

の区長選挙でこれをやりたい、やってくれと。これは６００字の作文の中に、もう既にこういう提案が

入っていたのかどうか。いわゆる選挙というのはたくさんあるわけです。直近と言えば直近ですけれど

も。これは２０２６年、令和８年度に行われる品川区長選挙という具体的な記載になっていて、そもそ

もそういうご提案だったのか、それとも打ち合っている中でこういうふうになっていたのか、その辺が

私はどうしても気になるというか、どうしても悪い言い方になってしまうのですけれども、何といった

らいいのか、子どもの意見を尊重するのは当たり前の話で、今、国のほうでもそういうふうな法律もで

きて、制度もできて、ただ、それを大人が恣意的に利用してはいけないと私は思っているのです。さっ

き、それはないとおっしゃっていましたけれども、ここのところについては、そういうことはないと明

言していただけるとありがたいのですが。要するに、もう最初からこういうご提案だったということな

のかどうか、確認させていただいてもいいですか。 

○井添ＳＤＧｓ推進担当課長 

 リバースメンターからの提案のうち、１番目の選挙に関する、投票率９割超という提案に関するご質

問でございます。 

 最初の応募の段階で、それぞれリバースメンターが作文を書いてくださったのですけれども、そこの

作文の内容の中に、最終的に提言内容に記載されているような令和８年度の品川区長選挙という言葉は

一言も出てきておりません。この提案に至った背景としましては、小さい頃に投票所に保護者と一緒に

行ったときに入れなかったという原体験がございまして、そこから自分は選挙から少し関心が薄れてし

まったけれども、それでいいのかというようなことがきっかけということでございまして、その辺りの

原体験に関する思いですとか、だから投票率を上げるためにもっと若者に選挙に関する関心を持っても

らうために「こどもせんきょ」というのはどうかというような提案までをいただいたところでございま

す。 

○あくつ委員 

 まさにそれは私も拝聴したのですけれども、そこの原体験のところを拝聴したのですが、ここに関し

ては、もう直近の選挙、予定される選挙、衆議院の解散があれば別ですけれども、そこにおいて「こど

もせんきょ」であったり、子ども選挙広報であったり、公開討論会、公開討論会を区が主催するという

のはできないでしょうが、行政側ですから。何でこういうふうになっていったのかという、打ち合いの

中で、それがやはり、何というのか、かなり政治の話はセンシティブなので、これを事業化を検討せよ
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ということで所管課に投げるとなった場合に、最初の作文の中に入っていなかった部分を具体化して

いったらこうなったということなのでしょうけれども、非常にセンシティブな内容というところがやは

り私はずっと気になっていて、品川区長選挙でこうしたことをやってほしいというような提言になって

いることが、非常に難しい。子どもが言っていることだからやりました、事業提案しましたということ

になってしまうと、ごめんなさい、こんな意図はないと思うのですが、やはり子どものものを利用した

ということになりかねないので、それはないということなのでしょうけれども、そこのところだけはな

いというところを確認させてください。 

○久保田企画経営部長 

 このリバースメンター事業、私もほとんどの検討会の回数に出ていましたけれども、あくつ議員が

おっしゃるような心配はありませんので、この子どもが「こどもせんきょ」をやりたいという提案をさ

れてきて、検討していく過程の中で、直近の選挙ということで区長選挙というところに至ったところが

ありますが、我々のほうからとか、また、そのほか外部の方から、区長選挙に何か意図的なことをした

ということは絶対ありませんので、それだけは私のほうで明言させていただきたいと思っております。

子どもたちが一生懸命考えていく中で、いろいろなアドバイスを受けながら、また、自分で取材をして

いく中で、考え、至ったとものと我々は認識していますし、そういったことでありますから、事業化で

きるものは事業化はしていきたいと思っていますし、事業化できないものも、法令でできないものもあ

りますので、そういったところはきちんと精査をして、予算として提案をさせていただきたいと考えて

ございます。 

○あくつ委員 

 部長からは今、そういったことはありませんという明言をいただきました。それはそれとして受け止

めたいと思います。 

 ただ、先ほど申し上げたように、政治というのは、特にこの選挙という部分に関して、ほかもそうで

すけれども、かなりセンシティブなものを含んでいます。そういうところはきちんと配慮した上での予

算の編成というものはしっかり行っていただきたいということは最後に申し上げておきます。 

○久保田企画経営部長 

 我々もその辺については、議員のご指摘を踏まえまして、しっかりと肝に銘じで対応していきたいと

考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたら、ご発言願います。 

○まつざわ委員 

 本当にリバースメンター、すばらしい事業です。その中で、私も少し気になったのは、新妻先生の質

疑で分かったのですけれども、やはりせっかくこういった、例えば、今お話しの「こどもせんきょ」の

運営方法であったりというのは、出したその子どもが分かっていることであって、そういうのをやはり

追っていかないと、本当に提案者はどういう意図があるのかというのが分からないと思っていたので、

区長に、あと１回でしたか、会う予定というのは、これは今後の流れではなく、そんな話がありました

が、そういった、何というのだろう、提言者の中高生たちが継続的に関与できるような仕組みというの

はつくっていただきたいと思っています。 

 すごくいい事業があって、何といいますか、このリバースメンター事業というのを周知させる、今後

の予定というのですか、例えば本当に、こういうのが提出されましたとか、広報しながわとかＳＮＳと
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かで大々的にやっていくべきとすごく思っていて、みんながこれだけのことを考えた、このことをこう

いうふうに考えたというのは、ほかの中高生にもいい刺激になるかと思うのですけれども、そこら辺は

いかがでしょうか。 

○井添ＳＤＧｓ推進担当課長 

 委員から、今後の中高生リバースメンター事業の周知に関してご質問をいただきました。 

 また、前段でご指摘いただきました、提言者が継続的に関与できる仕組みについては、今後も検討し

てまいりたいと考えております。 

 今後の周知についてですけれども、まず、１０月の１１日に広報しながわで、中高生リバースメン

ター事業、それから区で、ほかにも子どもの声を聞く取組としまして、子ども育成課で取り組んでおり

ます品川区こども会議がございまして、その辺りを併せて、広報しながわのほうで、区民の皆様に周知

をする機会を設ける予定をしているところでございます。 

 また、先月２１日の区長へのプレゼンテーションにつきましては、当日、動画を撮影しておりまして、

今、それを編成、編集している段階ではございますが、そういったものを今後、区のＳＮＳのアカウン

トなどで広く情報発信していくことを考えております。 

 あと、現在、区のホームページでも中高生リバースメンター事業について、検討会の経緯などについ

て写真とともに掲載をしておりますので、そういった点も今後、見ていただけるようなことというのを

検討してまいりたいと考えております。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたら、ご発言願います。 

○山本委員 

 私もリバースメンター事業について、まず、伺います。 

 これまでの他委員の質疑にて理解が大分進みました。この中高生をはじめとする若者に地域課題や社

会課題興味を持ってもらって、問題意識を深掘りして、こうやって政策提案をしていくことというのは

とてもよい取組だと考えております。今回、この説明をお聞きして、中高生がこのような様々な広い

テーマを見つけて、内容の完成度が高くて、むしろ完成され過ぎているとすら思うほどの品質で、こう

いう進め方で驚いたぐらいでございます。 

 私たちの会派も、こういった取組をぜひ後押ししていきたいというところから、この夏に愛知県の新

城市で行われている若者議会を視察してまいりました。そこでは予算額をあらかじめ用意しておりまし

て、若者を募集して、数人のグループになって、テーマを見つけて協議して、市政への提案を練り上げ

て、議会へ提案するというものでした。これは１０年以上、続いていて、継続しているとてもよい取組

だと思った次第です。 

 視察のときに、いろいろと実態のお話もお聞かせいただいたりして、市の職員の方がサポートしなが

ら、子どものアイデアをうまく引き出しながら、やはり政策実現できるような形に、ある程度サポート

していくというところもやられているということで、そういった実態のところもすごく有意義でした。 

 今回、これらのアイデアの中で、専門家の方々や区の職員の方々がいろいろサポートされて、こうい

う形に至ったのだと思うのですけれども、こういう１つの形が出来上がってきたというのはすばらしい

と思っております。 

 その中で、幾つかご質問をさせていただきたいのですけれども、これまでの質疑の中で、今回の募集

の中で、区立学校の方が１名、あとは私立の方だということだったのですが、これ、ぜひ区立中学の人
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にもたくさん応募してもらいたい、参加してもらいたいという思いからなのですけれども、私立中高の

ほうでは、今回のこういった企画があるから、みんなで応募してみようみたいな、学校の中での働きか

けとか、そういうのがもしかしたらあったのかと思ったりして、どこかの学校が集中的に応募されてい

るとかという状況が分かったりとか、もしくは、そのような学校での取組があったと、もし分かったら

教えていただきたい。そういう話があるのであれば、ほかの学校もぜひそういうふうにしていただけた

らいいかなと思ったのが趣旨の質問になります。 

 それから、今回初めて開催されてからの評価で、課題となったところ、次回に向けてこのようなとこ

ろを修正していきたいみたいなところが、お気づきの点があればおっしゃっていただきたいと思います。 

 これも、リバースメンター事業自体が、一人一人が考えてプレゼンテーションするという方式を取っ

ておられるのですけれども、一方で、ほかの自治体などは、割とグループになって、グループ討議にし

て練り上げていくみたいなことをやっているところも割とありますので、その場合、意見調整に時間が

かかったりする一方、グループワークでの子どもたちの話合いを通じての成長する機会みたいなところ

もあって、それはそれぞれのよさがあると思うのですが、そういったところとの比較で、今回やられて

いると思うのですが、グループとしてやるのではなく、今回これを選ばれているところの背景や、今後

もしそういうことを考えることがあれば幸いというところです。 

 あと、参加者の方の感想、生徒の皆さんがどのように思っているか、そういったところができればと

思っているというところがございます。 

 あともう一つ、今回、これまでの委員の質疑にもありましたけれども、それぞれのテーマは事業化に

向けて検討を進められるということですが、それが最終、取り入れられるかどうかが決まってきたタイ

ミングで、それぞれの中高生にはご説明するということでしたけれども、全体にも、こういう形で取り

入れられましたみたいなものが発表されると、また、より、この事業としてもいいのかなと思うのです

が、その辺りの見通しがあれば、併せて教えてください。 

○井添ＳＤＧｓ推進担当課長 

 中高生リバースメンター事業について何点かご質問をいただきましたので、順にご説明させていただ

きます。 

 まず、募集に当たって、区立学校からのご応募が少なくて、私立学校が多いというところでございま

す。厳密に言うと都立の中等教育学校ですとか、都立の高等学校という公立の学校もございますので、

公立と私立という属性での分け方によりますと、応募自体は公立が５名、私立が１１名、結果的に選ば

れたメンバーでは、公立が４名、私立が６名というところで、私立が全体的に多い傾向でございます。 

 今回、ご応募いただいたのは、中学校３年生以上が比較的ボリュームゾーンでございまして、やはり

区立学校ですと中学３年生ですと受験を控えていらっしゃる学年だったりもしますので、来年度以降は

中学校１年生とか２年生の段階からチャレンジできるのだよというようなところを工夫して見せていく

ことができれば、少し区立学校からの応募状況も変わるのではないかなと担当として考えているところ

でございます。 

 私立学校の中で、具体的に学校を挙げてというか、取り組んでいたところがあるかというご質問でご

ざいますが、聞いているところでございますと、学校によっては選抜した生徒に作文を書いていただい

て、それを先生が添削をしてから区のほうに提出したというような学校もあったというようなお話は聞

いているところでございます。 

 ただ、全体的に、各学校にチラシはお配りしているのですけれども、状況については、調査などはし
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ていないので、正確なところはどうだったかというところは把握しておりません。 

 また、今後の課題というところでございますが、中高生のプレゼンテーション、各委員からすばらし

かったというお話をいただいてありがたいところでございますが、伴走支援の必要性というのを、こ

の３か月間の検討を通して、その伴走支援の必要性を大きく感じたところでございます。やはり中高生、

精神的なところでも、まだまだ若いので、当然モチベーションの上がり下がりですとか、あとは学校や

部活動、それから中には高校３年生の受験生もいらっしゃいましたので、そういう学業との両立やスケ

ジュール管理といったところで、まだまだ、今回、委託をした株式会社笑下村塾に、１人１名という形

でフォロアーを配置してもらって、日々のスケジュール管理であれば、スラックというチャットツール

を使って伴走支援をしていただいたのですけども、そういったところでやはり小まめに連絡を取ったり、

状況を確認したり、あとは気軽に相談を受けたりといったところが、中高生の政策提言をまとめていく

ためには必須だということが、感じたところでもございますので、そこをより丁寧に、中高生に伴走支

援するための施策について事業をもう少し深めていく必要があるかなというところで課題として感じて

いるところでございます。こちらについては、来年度に向けて、さらに検討を進めてまいりたいと思い

ます。 

 あと参加者の感想につきましては、プレゼンテーションの前後で、ご本人に、緊張したとかそういう

感想は聞いているところでございますが、改めてきちんと、本音の部分も併せてどうだったかというと

ころを丁寧に聞き取ってまいりたいと考えております。 

 また、グループ討議と、ほかの自治体での取組ですとか、あとは区の中でも、品川区こども会議につ

いては、テーマを３つに絞って検討しておりましたので、そことの違いというところのご質問もござい

ました。本事業については、やはり中高生一人一人が課題意識を持っている、そのテーマについて深め

ていただき、区長のメンター、相談役として、こういう視点での提言、若者の意見ということを伝える

というところの事業内容でございますので、１人１テーマ、場合によっては、先に高校生のリバースメ

ンターをされている群馬県ですと、２名で１テーマみたいなこともあるのですが、基本は１人１テーマ

で実施をしてみたところでございます。 

 そこで感じたことは、もともとのテーマに対する熱量が、ある程度高い方でないと政策提言までモチ

ベーションを維持することが難しいので、グループのテーマを決めて、複数人でやる面のよさももちろ

んあるのですけれども、今回の中高生リバースメンターの目的ですとか趣旨に鑑みると、１人１テーマ

という今の方式がよろしいのではないかと考えているところでございます。 

 また、今後、事業に反映されたかどうかについての、議員の皆様、それから周知の点につきましては、

きちんと公表できるように、今後、見せ方等の検討を進めてまいりたいと考えております。 

○山本委員 

 応募に当たっての学校によってのサポートの状況というのは、とてもよいと思いまして、議会でも意

見交換をしている私立学校があって、そういったところでは割と区への政策提言を考えたりとかもして

いますので、まさにそういった学校の中で授業の一部としてというか、学校としての取組として、こう

いうのを出してみようといってやってもらったり、学校でサポートアップしてもらえるということで、

より思いを持ってもらって、そういった子どもたちが参加してもらえるというのはいいと思いますし、

それを学校だけに限らず幅広く、ほかの学校にもそういった形で、多くの学校で、これを出してみよう

と学校内で言ってもらえるように、次年度以降、そういう募集の幅を広げていっていただきたいと思い

ました。 
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 課題のところでの伴走支援の必要性というのは、なるほどと思いまして、やはり今後、次年度以降も

そういったフォロワーで伴走支援をしっかりしていただいて、よりよいプレゼンテーションつながるよ

うに、最後まで行けるようにフォローしていただきたいと思いました。 

 参加した中高生の皆さんの感想ですけれども、ぜひ丁寧に聞いていただいて、また、次につなげてい

くために、そういった課題抽出という意味でも、アンケート的なものという意味で聞いていただくのが

いいのかなと思っております。 

 あと、見せ方のところも、ぜひ、今後、ほかの方々も参加していきたいと思うというところで言うと、

かなっていっているみたいなところが多くの人に分かるといいのかなと思いますので、当事者の方々だ

けではなくて、どのような形でかなっているというのが多く周知できたらいいのかなと思います。 

 あと、最後なのですけれども、視察に行った新城市で、若者議会の取組を１０年ぐらいやっていて、

よかったところというのが、何かＯＢ的な集まりができていて、縦の関係というのができていって、と

いうのがすごくいいというところでございました。 

 最初に若者議会で参加していた方は、市の職員になったりとか、議員になったりとかということで、

そういうふうに、そこからのさらにきっかけが、さらに次の参加した方々の育成とか市政の参加につな

がっているというところもあるということで、そういった卒業生というか経験者を、やはりＯＢ会的に

つなげていく取組というのがすごく意義があるのではないかなというところで、そういうつながりを

持っていくと、そういう思いが継続して醸成されていくし、広がっていくというところがあるのかなと

思います。 

 今回、検討会の２回目のときに、群馬県の先輩リバースメンターによる体験談というのがあったと思

うのですけれども、来年以降は、今回の参加した人による体験談ということをしていくことで、先輩、

後輩のリバースメンターのつながりとかもできてくると思いますし、ぜひ継続していく中で、１回やっ

て終わりではなくて、参加した方々にも引き続き関係を持ってもらって、この品川区政に政策提案、意

見をしていってくれる中高生や若者の皆さんを広げていくみたいな輪を広げて、さらに広げていくみた

いなことをしていただくのがいいのかなと思っています。 

 話が長くなりましたけれども、ＯＢ的なつながりを残すということと、次年度以降も参加者に体験談

を言ってもらうみたいなことでの関わり方を模索するのがいいのではないかというところでの意見でご

ざいます。 

○井添ＳＤＧｓ推進担当課長 

 前回、委員からご紹介ございましたように、第１回の検討会でございますか、群馬県高校生リバース

メンター事業をやって、そこでリバースメンターとして経験した方が、今、大学生になったりして、そ

ういう方に説明をしてもらう機会がございましたので、中高生の子どもたちも大人の意見ばかりではな

くて身近な、近い年代の方からの意見というのは入ってきやすい部分もあるかと思いますので、次年度

以降、今年度のリバースメンター１０名の継続的な関係性が築けるようなことも含めて、事業の検討を

進めてまいりたいと思います。 

○山本委員 

 よろしくお願いします。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等ございましたら、ご発言願います。 

○まつざわ委員 
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 ウェルビーイングもあって、ウェルビーイングのファンドの状況を見ました。それで、審査に関して

は、一次審査が６事業で、８事業の中の６事業が一次審査、二次審査が、このまま６事業全部入ってし

まったわけではないですか。これを見ると、要は６０点基準でしたか、を満たしていれば、満たしてい

るという要件だったのですけれども、そうすると、１,６００万円の公金が入るときに、１,６００万円

がバンと入れていて、最低６０点を超えればいいですよというと、この二次審査のふるいにかけるとい

う部分で、何といえばいいのだろう、審査が甘いのかなという率直な素人考えがありまして、こういう

ファンド事業というのは、解決するものを区のために民間でどうやっていくかという事業だと思うので

す。だからこそ、より、ある程度もう少し厳しくてもいいのかなという率直な感想があるのですけれど

も、それについて意見をいただきたい。 

 あと、見るとＡＩ、ＧＸという部分がすごくあって、私はよく分からないのですが、ＡＩ、ＧＸとい

うのは専門的なものがすごく多い中で、これを審査する専門員というのがいるのでしょうか。そこの確

認をお願いします。 

○井添ＳＤＧｓ推進担当課長 

 委員から、ご質問を大きく２点いただきました。 

 まず、第二次審査で、第一次審査を通過した６事業全てが選定されたというところで、審査が甘いの

ではないかというご指摘でございます。こちらは最低基準点を設けておりまして、資料に記載のような

評定項目で審査をしてまいります。 

 昨年は、第二次審査で不採用となったところも２事業ございました。そちらは全て６０点に満たな

かったというところでございますが、今年度も審査基準にのっとって、各審査員につきましては、プレ

ゼンテーション事業者に対して、かなり厳しい、例えば助成が終了した後の事業収益性などについても

厳しく質問がなされたところでございますので、審査につきましては、昨年同様、決して甘いというこ

とはないと事務局のほうでも捉えているところでございますが、総じて、２年目となりまして、事前に

説明会なども行った結果、成果目標ですとか、あとは事業の将来性ですとか、助成終了後の事業化計画

などについて、昨年以上に選定事業からのプレゼンテーションの内容などは、より具体化したもので

あったと捉えているところでございます。なので、６０点を下回る事業はなかったので、全てが選定さ

れたというところでございます。 

 ２点目、審査に当たって、ＡＩ技術などについての専門家はいるのかというところでございますが、

本委員会の会長でございます清泉女子大学の山本学長につきましては、地球科学のご専門ではございま

すが、その中でＡＩのことなどについても、デジタルの部分についても精通されていらっしゃる方では

ございます。 

 ただ、この事業の申請書でございましたり、添付資料などの技術の、例えばＡＩだったらアルゴリズ

ムみたいなところについても資料ですとか、あとは当日のプレゼンテーションについて、どういうとこ

ろが斬新なのか、ほかとの差別化はどういうところなのかといったところ、プレゼンテーションの中で

事業者に対してかなり詳しい質問が飛び交っておりましたので、その辺りは総合的に各委員の皆さんに

判断をしていただけたかと考えております。 

○まつざわ委員 

 しっかり審査したということで、何点か聞きたいのが、例えば、これを見ていると、アプリ開発とか

アプリ追加とあって、私が、例えば会社ですが、アプリを開発というと、例えばそういうのは、自社開

発というのですか、自己資金でやるものなのかなと思っていて、でも、そこに、この公金を投入するわ
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けです。何社かあったのですけれども。そうすると、公金納付の目的というものと、アプリの開発など

は自己資金でやるものかなという、利益追求という、この線引きというのを、果たしてどういうふうに

そういうのを審査したのかというのが１点と、例えば、タイソーマンのこのＡＩ電気相談コーナー、い

ろいろ調べていると、民間でも、そういう電気の相談というのがあると、そうすると、そういうほかの

企業のＡＩ電気相談というのがあるにもかかわらず、このタイソーマンがＡＩ電気相談というのは、ほ

かのそういう電気会社との違いというのは何なのかとか、素人ながらにそういうところを思ったので教

えていただきたい。 

 あと最後に、２年目の方というのが２社いて、何というのだろう、例えばラヴィプラスは、コストの

軽減手法、人材のほうで、たしか去年もそのようなものかなと思ったのですけれども、そうすると去年

できていなかったから、多分、今回も同じだというと、去年のだから事業成果を見たときに、何でこの

同じようなもので追加の公金を入れるのかとか、何かそこら辺が少し分かりづらかったので、簡単に説

明していただけるとありがたいです。 

○井添ＳＤＧｓ推進担当課長 

 何点かご質問をいただきました。順に回答させていただきます。 

 まず、今回、アプリの開発などに関する事業提案というものが複数ございまして、その辺りが公金を

投入している上で、利益の追求ですとか、それは自己資本でやるべきではないかというご指摘をいただ

いております。 

 こちらにつきましては、審査の過程でも、そういった点に関する質疑がなされておりまして、特に 

ＡＩ技術を活用したような、例えば１番目のタンソーマンでしたり、３社目のエフバイタルの、子ども

の動きをＡＩ解析するようなものなのですけれども、こちらもほかの、既に自社のサービスとして展開

している部分もございましたので、そういう既に自社製品として開発している部分のシステムの開発と

いう部分については、審査の過程で除外をされておりまして、あくまで品川区民にカスタマイズという

か、品川区で事業を展開する中で必要な部分の開発費などに限定して助成はするべきだというような意

見などもございますので、申請金額から実際に助成をされている金額については、各事業、それぞれ提

案内容にも、申請内容にもよってまいりますが、そういったものが含まれ場合には、対象外として減額

をしているところでございますので、その辺りは審査の過程で精査をしているところでございます。 

 また、１社目のＡＩ電気相談のところで、他社との差別化のポイントについてのご質問かと思います。

こちらにつきましては、ほかの自治体での実績などもございますが、その地域に応じて、例えば品川区

ですと、自社ビルを持っている企業よりはテナントに入っているような事業者の方のほうが多いとかと

いう、その地域の実情に合わせた提案内容だったり、あと品川区や都の補助金の活用方法なども含めた、

カスタマイズしたＡＩによる提案というものを行う実証実験をするというところでございまして、そう

いった地域に特化した提案を、丁寧なきめ細かな提案をするところは、他社にはないところだと聞いて

おります。 

 また、２年の５番目、６番目、ラヴィプラスですとかめぐもりという事業者からの提案でございまし

て、昨年度と事業内容が類似しているのではないかというところでございますが、こちらは本事業のス

キームとしまして、２年目までは同じ事業で継続して応募ができる。その代わり、助成金額の上限が下

がって、補助率も半分になるというところで、３年目からは、その事業をきちんと自社で自走をしてい

くようにというようなところでスキームをつくっているものでございますので、昨年から２事業者とも、

基本的には同じ、ただし、自走に向けて少し工夫をした上でのご提案をいただいたところでございます。 
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○まつざわ委員 

 本当によく審査をされていることだから、とてもよく分かりましたので安心しました。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたら、ご発言願います。 

○あくつ委員 

 たくさんあるので、まとめて、皆さんのご質問もあると思うのでまとめて質問。大きく３点、質問を

していく。ゆっくり申し上げますので。 

 今回の新しく選定された事業は一読して、非常に面白そうな事業だと。面白そうなというのは、いい

意味でです。前回と比べても独自性があるというか、というのは感じました。大分、２年目にて、結構、

企業とかも参入、今回全部、株式会社が採択をされているというところなのですけれども、ＮＰＯとか

一般社団法人がないというところで、先ほどご説明があった専門性が高いものが入っているという。 

ＳＤＧｓという関連性においても、今回のゴールまで多くなっていますから、前と比べると。非常に意

識的に、そういったところを選ばれたのかなと思います。ここは評価をしたいと思います。 

 その上で、まず、１番目は、応募と審査のところで伺いたいのですが、確認です。２年目までは、ス

キームとしては、経年でやるような内容になっていたけれども、前回の第１回目、みんなの食育とＮボ

ノについては、応募をしたけれども、これは不採択となったということでいいのかどうかということ。

それとも、そもそも手を挙げなかったのかどうかというところを確認させてください。先ほどのご説明

の中で何か応募したような雰囲気がありましたけれども、そこについてもう１回確認させていただきた

いということ。 

 あとは、今回細かいことで言うとエフバイタル、これは面白そうな事業だなと思って、私もこの会社

のホームページを拝見したのですけれども、私の理解だと、ざっくり言えば、ＡＩで撮影した動画から、

子どものＡＩで特性で、それを何かこう、どういったものが適しているのか。いろいろな事業をやられ

ているということは拝見できまして、いろいろな自治体とも協定を結んだり、様々な、はっきり言って

しまうと国のところから補助金をもらって採択されているような事業もたくさんやられているところで

す。 

 例えば、静岡県磐田市と連携協定を締結しました。保育中の様子を撮影した動画から、弊社技術によ

り園児の個性を可視化することで、園児の特性に合わせた個別対応型保育を実施するなど保育の向上、

質向上につなげることを目指しますと。 

 今回は、品川区の、先ほどのご説明があったとおり親育ちというところとくっつけてきているのです

けれども、そうなると、多分、さっき言った大本がそういう事業をたくさんやられているところなので、

そこを品川区のものに、何か今、品川区が標榜しているものとか品川区が取り組んでいる親育ちという

ところにくっつければ申請ができるという。ここで書いてある対象となる事業には、国、地方公共団体

から補助金等の交付を受けていない事業とあるのですけれども、それを避けるためにそういうふうにし

てきたのかなと思うのですが、そこについて審査の過程の中で、いわゆるほかの、ここの５番に、補助

金等、ほかのところから、自治体とか国から補助金を受けてないというところについての確認というの

は、どのように取られているのか。かなり類似のものがたくさんあるので、そこについてどういうふう

に担保しているのかということを聞きたいというのが大きく分けての審査のところです。 

 あともう一つ大きなところで言えば、これも、前回も同じような質問をしましたけれども、監事の方

の意見が前回出ていて、その３つの意見が付されていたと思うのですが、そこについては、今回どのよ
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うにそれを反映、この２回目の選定に当たっては反映をされたのかというところで、１番目は簡単に

言ってしまうと、既存の事業との類似性を確認した上でやってくださいということがあったと思うので

すが、高齢者ヒヤリハットサポートのところで「みまもり電池」、これもいろいろ事業を拝見したので

すけれども、品川区でやっている高齢者救急代理通報システム、いわゆる生活リズムセンサーもやって

いますし、というところで、今回のこのヒヤリハットシステムというものが、特にどういうものかとい

うのは書いてないのですが、それを「みまもり電池」という今やっている事業、エアコンとか、単三電

池の形をしたセンサーがあって、それを動かせば、やれば、安否確認ができますよというものはそもそ

もやっていて、そこにヒヤリハットシステムというのをくっつけて、それを実証実験したいのだという

ご提案だと思うのですけれども、そもそも品川区はそういう事業をやっている中での、そこについての

既存事業とのすみ分けというか、そういうところはあまり関係ないのですかというところが１つ。 

 それと２番目のファンドの基金についての寄附というのは、端的に言って、今どれぐらいまでいって

いるのかということ。 

 ３番目は、採択事業の実施状況、委員が視察をしてくださいというのが３番目にあったのですが、こ

れについては、今回どのように反映をされたのかということ。 

 ゆっくり言いますといいながら、結構早口で言ってしまいましたけれども、それが今回、拝見をして、

面白そうな事業だなというか、何かいよいよ品川区独自のものが、ヒットが生まれればいいなという観

点での質問です。 

○井添ＳＤＧｓ推進担当課長 

 ファンドについて、何点かご質問いただけましたので、漏れがないように回答させていただきます。 

 まず、最初に、昨年度選定されました４事業のうち、２年目として、今回選定されたのは２事業だけ、

つまり、昨年度選定された残りの２事業の応募状況や設定状況はどうだったのかというご質問でござい

ます。 

 今回、昨年選ばれたみんなの食育、それからＮボノについては、応募自体がございませんでした。こ

ちらは応募期間終了間際に、応募がないので担当から確認をさせていただいたのですけれども、まず、

みんなの食育のほうにつきましては、こちらは立正大学と連携して進めている事業でございますが、事

業の継続自体は伝えていらっしゃるのですが、資金面で、立正大学との間で、そういう資金面でのめど

がついたというような、この時点でご報告をいただいたところでございます。 

 Ｎボノにつきましては、今回、ファンドのスキームで２年目だと助成金額が大幅に下がってしまうと

いうところもあったので、全く新しい事業での企画・応募というのものを１年目として新たに応募する

ことも検討していらっしゃったのですけれども、昨年度選定された事業を継続する中で、子どもたちを

大阪関西万博とかで発表する機会があったりとか、なかなか応募のところまでに新規事業を練り上げる

のが間に合わなかったと聞いているところでございます。 

 それから２点目のところでございまして、具体的にエフバイタル株式会社の方の例をいただきまして、

審査の過程で国や地方公共団体のほかの補助金を受けているというのは除外の項目になるのですけれど

も、その審査をどのように行っているかというところでございます。まずは、こちらは、基本的には各

事業者、応募いただく事業者の方の申請書に、そこを受けていない、その事業で、ほかの助成金を受け

ていないというところを自己申告していただいておりますので、そこが受けていないというところを確

認するとともに、ホームページ等で担当のほうで確認をしたりしているところでございます。 

 あと、このエフバイタル株式会社の事業に関しましては、委員からご紹介いただいたように、これま
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で、どちらかというと地方において、保育園や幼稚園などの、どちらかというと事業所などを対象に、

未就学児の子どもの、ＡＩ技術で子どもの動きを撮影してというようなところを展開してきた事業者で

はありますが、今回、品川区では、都心部において、子どもと親御さんとの間というところで対象を 

ＢｔｏＢからビー・ツー・シーの個人に対する、親子に対する新たな展開というところで聞いていると

ころでございますのと、あと都心部に対する知見というのも、まだまだ少ないというところで、これま

での地方での保育園・幼稚園での実績、お子さんベースだとすごく多く、何千人という実績が、このＡ

Ｉが学習していると聞いておりますので、それを、親育ちなどを展開する品川区において、どのような

実証ができるかといったところを確認したいというふうに提案があったものでございます。 

 あと、その次に、令和６年度の決算の報告でご報告しました監事の報告書の附帯意見に対する対応状

況というところでございます。 

 まず、１点目の、各委員が区の事業、各種計画や計画事業を把握した上で審査に取り組むようにとい

うところにつきましては、こちらの意見を踏まえて、事務局から各委員に、例えば今回の提案の中で、

区でどのような類似事業があるのかとか、あと区ではその分野についてどのような展開を行っているの

かといったところと、書類審査の段階で委員の方にご説明をしてまいりました。 

 また、今ご紹介いただきましたノバルス株式会社の事業につきましては、ご指摘のような、福祉計画

課で進めている救命代理通報システムなど類似しているところでございますので、そちらは書類審査の

段階でも審議になりまして、そこを認めるかどうかというところは議論になったところでございます。

こちらにつきましては、品川区でも高齢者の見守りといった課題については取り組んでいるところでは

ありますが、書類審査の段階では事業者に、プレゼンの段階で区の事業との違いを確認すること。あと

は、品川区も見守りについて力を入れているけれども、それがまだ解決できていない課題であるので、

民間の力も借りて、二重、三重に取り組んでいくこと自体に意義があるのではないかというような結論

が出たので、第一次審査、書類審査を通過したものでございます。 

 また、プレゼンテーションでは、事業者のほうから区の事業との違いということが明確に提示されて

おりまして、具体的に申し上げますと、ヒヤリハットアラートというものが、長時間動きがない状態、

例えば浴室から長時間出てこなかったり、階段の下などで転倒したまま動きがなかったり、あとは夜間

時間帯の外出といった異変を検知するアラートを今回実証したいというところの提案がございましたの

で、そこまでの細かな部分については、まだまだ区のほうでも対応できていない部分ではありますので、

審査の過程で、各委員から、そこについて実証する必要性が高いのではないかというような意見が出た

ところでございます。 

 また、監事からの附帯意見のそのほかにつきましてでございます。２点目、民間資金の獲得のための

事業の周知でございます。本年度につきましては、入金ベースで言いますと、前回、ここの委員会の場

でご報告しましたように、昨年度３万円、今年度も寄附としては３万円で変更はないところでございま

すが、ちょうどただいま、昨年度それから今年度の実績を踏まえて、前回、この委員会等で各委員の方

からいただきましたご意見を踏まえまして、ＳＤＧｓの別の取組、しながわＳＤＧｓ共創推進プラット

フォームの会員企業の方ですとか、あと区とそのプラットフォームの交流会にご参加いただいたような

区内企業の方を中心に訪問をさせていただいて、本事業について説明をさせていただいて、あとは選定

された事業の中身などについてもご説明させていただいて、今後、社内で検討いただいて、ご寄附のご

協力をお願いしているところでございます。 

 まだ、その結果が出ていない、金額には表れていないところではございますが、全体的に話はきちん
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と聞いていただいておりまして、また、趣旨に賛同という形で、細かな事業についても興味を示してい

ただいている会社の方も複数あるところでございますので、今年度中に、もう少し寄附、民間資金の獲

得に向けて、さらに活動を進めて、努めてまいりたいと考えているところでございます。 

 そして３点目でございますが、各審査の実行委員会の委員についても採択事業を視察するとともに、

実行委員会が周知に協力できるようにというところでございます。こちらにつきましても、実施スケ

ジュールを各選定事業の方には、３か月前をめどに、あるいは決まり次第、事務局のほうにお知らせい

ただくようにというところで周知してお願いをしているところでございまして、イベント等、規模や対

象の方などにもよってはまいりますが、委員の方にも視察をしていただけるように、事務局のほうで調

整をしてまいりたいと考えているところでございます。 

○あくつ委員 

 いろいろ深掘りしたいことはあるのですが、時間も時間なので、私が疑問に思ったことを今、漏れな

くお答えいただきました。ありがとうございました。 

 分かりました。より、何というのですか、先ほど申し上げたとおり、今回の採択事業がかなり専門性

も高い形で、ヒットが出そうな予感もありますし、そうすれば、また、乗効果が出て、資金なども集ま

りやすくなるのかなと思います。この事業自体は成功してほしいと思っていますので、私からは以上で

す。ありがとうございました。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

○安藤委員 

 まず、今回６つの団体なのですけれども、資料の６で言うところの申請できる企業・団体等と分類が

あると思うのですが、それぞれ幾つぐらいずつなのか教えていただきたい。スタートアップ企業は幾つ、

中小企業は幾つ、その他法人は幾つなのか伺いたいと思います。 

 それと、単純に選定事業の説明のところで、点数が書いていないのですけれども、それは書かないの

ですかというところです。 

 あと助成金の額の決め方について、事業費と助成金と書いていますが、こちらについてはどのように

決まっているのか伺いたいと思います。 

○井添ＳＤＧｓ推進担当課長 

 大きく３点、ご質問をいただきました。 

 まず、資料の１枚目の右側でございます。応募できる企業・団体等の要件のそれぞれの内訳というと

ころでございますが、今回、このうち、（３）のスタートアップ企業からのご応募が全体的に昨年と比

べて増えているところでございまして、今回の６事業のうち、株式会社タンソーマンＧＸ、それからノ

バルス株式会社、エフバイタル株式会社、株式会社ＨＡＴＨＭについては、スタートアップ企業という

ような位置づけでございまして、一般社団法人めぐもりにつきましては、日本国内にて次の法人格を取

得している団体、（１）に該当するものでございます。一般社団法人でございます。あと株式会社ラ

ヴィプラスにつきましては、この中の位置づけですと（２）の中小企業に位置づけているところでござ

います。大学等からの応募というところが、今回はなかったというところでございます。 

 ２点目の点数ということでございますが、第二次審査のプレゼンテーションの最終的な選定の点数を

ということでよろしいですね。そちらにつきましては、昨年から選定事業の点数の詳細については公表

しておりませんので、今年度につきましても、採点結果についての審査の点数については記載をしてい
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ないところでございます。 

 最後の助成額の決定方法というところでございます。こちらは、助成額につきましては、まず、事業

者から応募があったときに申請金額というものが提示されます。そちらの根拠の見積書なども出しても

らっておりまして、区と同様に１０万円以上のものだったりすると、相見積もりという形で複数の見積

書を提出していただいているところでございます。まず、事務局のほうで、その見積書などを含めて、

申請の金額が正しいのかどうかといったところを確認しております。それも含めて書類審査の結果とし

て、委員の皆様にも見ていただいているところでございます。 

 また、あとは、その中で、先ほどのシステム開発費の区に特化したものか、そうではないかといった

懸念点みたいなところも併せて書類審査などで洗い出した上で、プレゼンテーションでその辺りを確認

して、最終的に審議の過程で、各委員の総合評価に基づいて、額の決定がなされるというところでござ

います。また、そこに疑義が生じた場合には、再度、事業者に見積書の提出だったり根拠資料の提出な

どを求める場面もございまして、最終的に助成金額を決定したところでございます。 

○安藤委員 

 分かりました。 

 点数なのですけれども、何というのでしょう、審査基準の観点というのを公表しているのですが、点

数が公表されないというのはよく分からないなと思ったのですけれども、公表しない理由を教えていた

だければと思います。 

 それと、スタートアップが多かったということですけれども、今回６つのうち５つが株式会社だとい

うことで、なかなか次年度以降の継続というのは、収益化というのを目的にしないとなかなか厳しいの

かなというのがありまして、実際上、企業以外の参入というのが困難な事業スケールになっているので

はないかと思ってしまうのですが、その点はどういうふうにお考えでしょうかというところが２点目で

す。 

 あと、具体的にはエフバイタルというところなのですけれども、動画撮影を使って子どもの個性を発

見し、その子一人一人に合った関わり方を提示できるＡＩ技術を使うというのがあるのですが、これは

どういうことなのか。なかなか、そこまで専門、やはり専門性というのがあると思うのです。子どもの

個性まで言っているわけですけれども、そんなことができるのかなと率直に思ってしまうのですが、こ

れはどういう事業なのか、もう少し教えていただきたいと思います。 

○井添ＳＤＧｓ推進担当課長 

 改めまして、３点、ご質問をいただきましたのでお答えしてまいります。 

 まず、選定の結果の点数の公表につきましては、点数に限らず審査の過程、実際にどのような審議内

容ができて、どういう点数をつけたのかといったところにつきましては、委員の自由闊達な議論を担保

するためにも、内容については、基本的には公開していないというところになりますので、その基準に

のっとって、点数についても、現在は公開をしていないところでございます。 

 また、２点目の収益性とかを鑑みるに、株式会社とか以外の参入がなかなか難しい、手を挙げること

が難しいのではないかというご指摘でございます。本事業につきましては、おっしゃるとおり、３年目

以上は自走していくことを目指していくところでございますので、株式会社のほうが、そういう事業の

収益性をよりシビアに計画したり考えている側面はあるかもしれませんが、例えば今回、一般社団法人

めぐもり、２年目の提案で、この事業で稼ぐというよりは、企業の関係者の方からの賛同を得て、そう

いった面で資金のサポートをもらうというような方法もございますので、そちらにつきましては、私ど
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も引き続き広く、地域の団体の皆様にもご案内できたらと考えておるところでございます。 

 ３点目につきましては、具体的な事業のエフバイタル株式会社の事業の内容に関するご質問でござい

ます。こちらは、お子様の動きを動画で撮影するときに、その時点で、例えば視線の動きだとか、お子

さんの姿勢だとか、あとは発語、発する言葉の内容などといったところから、これまでの保育園や幼稚

園でのお子さんなどで培われたデータを基に、どういった、例えば大きな動き、体を動かす動きが得意

であるとか、あとは目線の動きと体の動きのこういう部分のバランスが少し乱れているとか、そういっ

た情報をＡＩのほうで判断をしていると聞いております。それを基に、例えば、この子には、もう少し

足を使ったこういう遊びとか、外遊びの中でもこういう、例えば「けんけんぱ」がいいのではないかと

か、そういう具体的な提案が自動的にできるというふうに聞いておりますし、あとは実際に絵を描くよ

うなしぐさでも、手の動きを、小さく描くのか、大きく描くのか、そういった動きによっても、その子

の特性、強みみたいなところが判定できると聞いておりまして、この株式会社は医療的な、医師の方な

ども経営に関わっていらっしゃって、そういった知見に基づいて、医学的にも根拠があるような形で 

ＡＩによる判定というものを出していると聞いているところでございます。 

○安藤委員 

 最後のところは実績も、事業者ということが先ほどもありましたけれども、選定委員の中には、実行

委員の中には教育委員の方もいらっしゃいますし、検討されたとは思うのですが、選定されるとなると

区の事業として推進というか、お墨つきを与えるという側面も出てくるので、ここはよく、ＡＩがそこ

まで万能なのかと私は思いますので、少し懸念があるというところで、様々こうした事業の選定に当

たっては、専門的な知見というのをすごく大事にしていただきたい、これが意見なのですけれども、と

思っております。今後もよろしくお願いしたいと思います。 

 あと、公表のところについては、先ほど公金がという話もありましたけれども、先ほどの説明ですと、

点数を公表しない理由はいま一よく合点がいかなかったというところはあるので、公表してもいいので

はないかと私は思うのですが、そのほうが透明性が確保されるのではないかという意味で言っておりま

す。 

 あと最後、スキームの点ですけども、これはＳＤＧｓの社会課題の解決のためにというところで、そ

れをいろいろな担い手と一緒に、最初は公金なども使って支援もしながら、みんなでＳＤＧｓを達成し

ていこうという事業だと思うのですが、なかなか、収益というのがある程度ないと、継続していけない

ということになると思うのです。だから株式会社ですとかというところと、それ以外のＮＰＯですとか、

社会福祉法人とか、そういうところとは切り分けて、３年目以降のスキームというのを考えてもいいの

かなと思いまして、目的を達成するという意味では、そうしたこともあるのかなと私は感じましたとい

うことで、意見で終らせていただきます。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたら、ご発言願います。 

○筒井委員 

 私からまず、リバースメンター事業についてお伺いをいたしたいと思います。この事業は中高生が、

地域社会とかそういったことに関心を持っていただくということで、そういったことを熟成するには非

常に重要かと思います。 

 先ほども話題になったのですけれども、「投票率９割超、積極的な政治参画が当たり前の社会に」と

いうことで、私もそのとおりだと考えておりますが、一方、公選法上の問題とかが、先ほどあるという
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話だったのですけれども、そうした法令上の問題というのは様々な、今まで６月から８月にかけて、所

管課に質問や相談をしながらとかあったのですが、そうした法令上の問題というのは、もうその時点で

分かっていたのではないかという話と、投票率９割を超すに当たり、今回、こうして提言されたのです

けれども、「こどもせんきょ」をやるということの手段でもって投票率９割を目指さなくてもいいのか

なと、提言内容に入ってしまうのですが、そうしたこともあるのですけれども、まず、所管課や専門家

の方に質問・相談しているにもかかわらず公選法上の問題というのは、その時点で気づかなかったのか

ということを確認したいと思います。 

○井添ＳＤＧｓ推進担当課長 

 リバースメンター事業の提言の１つ目、「こどもせんきょ」に関する提案についてのご質問でござい

ます。 

 もちろん、本人、それから所管課から公職選挙法上の説明というものだったり、本人も調べて、例え

ば１８歳未満の選挙運動が禁止されているですとか、投票日当日の選挙活動は禁止されてございます。

そういったことについては本人も調べておりますし、あとは区のほうからも事実として、そういったと

ころについては、お示ししているところでございます。 

 ただ、この提言をした本人というのは、やはり最初のきっかけとして、自分が投票所に入れなかった

という思いから、選挙から離れてしまったという原体験から生まれた、投票率を上げるために「こども

せんきょ」で子どもたちに選挙への意識を強く持ってもらいたいという思いですとか、その辺りが最後

までぶれなかった中高生でございまして、それが、区が主体となってやること自体には、ある程度難し

さもあるということも、本人も当然調べて分かっているところでございますが、今、例えば茅ヶ崎市で

始まって、小平市などでも、地域で子ども選挙委員会が立ち上がって、「こどもせんきょ」を実際やっ

ていらっしゃったりという事例も踏まえて、そういうところにも取材をした上で、品川区でもこれを実

現したいというような提案内容になっているところでございます。 

○筒井委員 

 分かりました。 

 先ほど、あくつ議員からもお話が出たように、政治的というのはセンシティブなものであって、提案

としてなかった品川区長選挙とかが盛り込まれるというのはなぜかという、疑問に単純に思ってしまう

ところでもありますけれども、そうしたいろいろな問題を抱えている中、これ、そのまま事業化ありき

ではないという話なのですが、かなり課題が多いのかなと思うのですけれども、一方、私としては、投

票率向上というのは必要だと考えているのですが、この辺りはどのように、仮に事業化するとしたら、

事業化するために、いろいろ区からもアドバイスとか、もう少しここを修正したほうがいいとか、そう

したことはやっていくつもりなのでしょうか。私の思いとしては、あまりにばっさり切るのもどうなの

かなと思っているので、その辺り、お考えをお聞かせください。 

○井添ＳＤＧｓ推進担当課長 

 今後、所管課含めて、また、リバースメンターに、これまで調べたことなども含めて、打合せの場な

どセッティングしながら、事業化に向けた検討を進めてまいります。ただ、その過程においても、区で

できることはここだからこういうふうに意見を曲げてほしいというような、区がそういうふうに誘導す

るようなことは決してしないようにしたいと思いますので、中高生が本当にやりたいこと、目指したい

世界はどういうところで、そのためにいろいろな手段があるといったところを含めて、これから所管課

と連携して事業化の検討を進めてまいりたいと考えております。 
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○筒井委員 

 承知しました。 

 やはり一生懸命提案していただいたので、今回の投票率にかかわらず、もし駄目ですよというときは、

なるべく丁寧に、提案してくれたお子さんたちにも納得できるようなご説明をしていただければと思い

ます。 

 次に、ウェルビーイング・ＳＤＧｓ推進ファンド事業選定事業についてなのですけれども、まず、対

象となる事業がそもそも１から５を全て満たすということで、そういった状況でございます。４番の先

駆性、新しい視点、アイデアなどが含まれており、また、専門性や強みを活かした事業というのがあっ

て、これが必須ということになるわけだと思うのですけれども、今回、新規の事業は、様々、別の委員

からもご指摘がありましたが、比較的スタートアップで、ＡＩとかアプリとか、そうした比較的科学的

なもの、また、データ測定とか客観的なものになって、結構いい事業かなと考えておりますけれど

も、１年目からの、今回２年目の事業につきましては、目黒駅前地域でのイベントだとか、武蔵小山で

のイベントだということなのですが、そのイベント自体、ぜひ、それはそれでやっていって、地域を盛

り上げていっていただきたいという思いがあるのですけれども、こと公金を投入してＳＤＧｓ・ウェル

ビーイングファンドだということで、公金を投入するに当たり、この地域に限定した、区切ったような

イベントをやっているということだけで、審査を下ろしていいのかと思っていますが、その点はいかが

お考えでしょうか。 

○井添ＳＤＧｓ推進担当課長 

 具体的に選定事業の２年目の一般社団法人めぐもりからの提案内容が、目黒駅周辺という地域に限定

した事業であり、そこを選定する妥当性についてのご質問かと思います。 

 本審議の中でも、審査の視点としまして、区内全域に発展性として考えられるのかといった視点での

質問などもなされておりまして、実際、一般社団法人めぐもりにつきましては、昨年の実績を踏まえて

複数のほかの地域の団体とのつながりができて、自身がほかの地域に活動を広げていくというよりは、

そういうふうにほかの地域団体との波及効果といったところが区内全域への発展性として、プレゼン

テーションの中でも示されたところでございます。 

○筒井委員 

 武蔵小山の株式会社ラヴィプラスについてはどのような。 

○井添ＳＤＧｓ推進担当課長 

 ２年目、ラヴィプラス、最後の６事業目の提案でございます。こちらも拠点を確保したところにつき

ましては、武蔵小山という駅前の近くのエリアではありますが、こちらについても、１年間活動をする、

これまでの昨年度の活動を通じて出てきた課題などもありますし、あとは、ほかの子育て支援の団体な

どとも意見交換をする中で、この２番手、３番手につなぐような同じような活動を希望している団体や

企業の方との意見交換の中で、地域全体への、品川区全域への発展性や、そういった団体が参入しやす

い、するための課題などというのを意見交換しているというようなお話がございました。 

○筒井委員 

 他の地域、団体と意見交換なりして波及するので、審査基準の成果のところ、区全体への展開、波及

効果が期待できるかというところを満たすという解釈だと思うのですけれども、そう言っていくと、や

はりほかにも、品川区はイベントとかお祭りをやっている団体はいっぱいいらっしゃるので、いろいろ

な地域の人も来るかもしれないわけです。それは波及だと言ってしまったら、全部認めてしまうことに
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なるので、私としては、そうしたイベントという事業をやっている方より、今回、新規の方々、先駆性、

新しい視点、専門性を高めたような事業がいいのかなとは個人的には思っているのですけれども、そう

した事業のほうを積極的に評価していただきたいということがあります。それは本当に、この事業の審

査基準の対象事業の要件でもありますので、その辺り、しっかり審査していっていただきたいと思って

おります。 

 あと、審査基準の点を出さないという、非公表ということなのですけれども、それは先ほど安藤議員

からもご質問がありましたが、品川区、ほかの所管のところで、指定管理を認めるか否かのところで、

点数とかは、それはさすがに公表しているので、今、めぐもりとラヴィプラスのイベント系の２団体に

ついては、審査基準の成果（１５点）のところはどのように評価されているのかということも気になり

ますので、審査基準の最終の点数とか内訳というのは、委員会でも審査することですので、ぜひ公表し

ていっていただきたいと思っているのですが、その辺りいかがお考えでしょうか。 

○井添ＳＤＧｓ推進担当課長 

 審査結果、審査点数ですとか各項目の内訳等の審査、点数の公表についてでございますが、こちらも

やはり委員の自由闊達な、民間の多様性を踏まえた意見、率直な意見の審議の内容などができるように、

一定内容については公表しないとしておりますが、実行委員会のほうでも、こうしたご意見をいただい

たということで、報告して検討してまいりたいと思っております。 

○筒井委員 

 ぜひ、よろしくお願いします。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございますでしょうか。 

○山本委員 

 私からも１点、ご質問させていただきます。 

 今回、成果のところ、これまでもお話の中で、客観的に分かる、具体手的な定量的な成果が分かった

ほうがいいと、そういう目標設定があったほうがいいというお話もあって、適切なＫＰＩ指標を設定し

てもらうということで話が進んでいたと思います。今回、それぞれの事業者では、どのような成果目標

を設定されているのかというのをお伺いしてもよろしいでしょうか。 

○井添ＳＤＧｓ推進担当課長 

 各選定事業の目標としているＫＰＩ指標の設定内容についてのご質問でございます。 

 各事業を、例を挙げてご説明させていただきますと、例えば１事業目の株式会社タンソーマンＧＸに

つきましては、例えば６か月の実証の間で１００社以上の利用、そして累計５,０００トンＣＯ２の削

減の提案、意思決定期間の短縮についても平均３週間のところを３日まで短縮できるということを指標

として立てているところでございます。 

 あとは、例えば２番目のノバルス株式会社、高齢者ヒヤリハット事業につきましては、このヒヤリ

ハットアラートの現在の誤検知率、エラーとなる検知率が２０％程度というところなのですけれども、

それを実証、区内の方にモニターになってもらって検証する中で、実証期間中に５％以下に下げていき

たいというような具体的な指標の提示がございました。 

 あとは、３番目のエフバイタル株式会社のところでございますと、イベント等を開催しますので、そ

のときの参加者の満足度などというものを８０％で、アンケート調査の結果から求めたいというのと、

あとは専用のサイトの訪問数を１,０００ＰＶを達成したいというところが具体的に出ているところで
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ございます。 

 そういうふうに株式会社、そのほかの団体につきましても、ＫＰＩのほうは設定しているところでご

ざいますので、最終的に成果報告の段階では、それを目標達成できたのかどうかというところを評価し

てまいりたいと考えております。 

○山本委員 

 具体的な定量的な目標設定にできるだけなるように設定されているということで理解しました。 

 せっかくですので、こういった資料の中にも、ぜひ目標というところも、量の関係もあると思うので

すけれども、重要な要素になりますので、記載をいただけたらいいのかなと思います。 

 今日お聞きしなかったところも、定量的に目標設定いただいているということで、それが妥当かどう

かというところも、もう少し聞いて見ていかないと分からないところもあるのですけれども、ぜひ、そ

ういう見えるような形で、成果をまず、目標を決めていただいて進めていただくというのがよいのかな

と思っております。 

 あと、先ほどあくつ委員からのコメントがございましたけれども、寄附のところについては、なかな

かすぐに多額のというところにはいかないかもしれないですが、ぜひ当初の趣旨から、やはり区だけで

はなくて周りの企業を巻き込むというところで、引き続き、その活動を続けていただきたいなと、寄附

を集めるというか、資金を出してもらえるような取組をしていただきたいと思っています。 

 それは、ただ、何でしょう、望まない企業が無理やり出すというよりは、何かそこにやはりメリット

を感じて出すということになるような、この趣旨に賛同して、それを出すことで企業としての価値があ

ると感じていただいて出せるようになったらいいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたら、ご発言願います。 

○こしば委員 

 先ほど筒井委員からも話が出たのですけれども、そもそもＳＤＧｓのファンド事業の選定に当たって

は、分野が多岐にわたっていまして、まず、確認なのですが、この予算の出どころ、予算処理のときに、

これは企画課のほうから出るものなのか、それとも中に入ってくる、要は、内訳を見ると、子ども未来

だとか地域活動に関わってきたりもするので、それがまた細分化されていくのか、その辺を教えていた

だきたいと思います。 

○井添ＳＤＧｓ推進担当課長 

 助成金額、予算書の記載の仕方というところでございますが、まず、前提といたしまして、本事業に

つきましては、区の主体となっているのはウェルビーイング・ＳＤＧｓ推進事業実行委員会でございま

すので、区の予算書の中には、令和６年度の当初予算として、ＳＤＧｓ推進事業補助金として議決いた

だけました５,０００万円というものを今、現在までに区から執行している金額でございますので、例

えば、この子ども分野とか、環境分野という形で、区の予算書のほうにそれぞれの助成に対する金額が

区の予算書に出てくるということはございません。 

 実行委員会のほうで各年度の予算書というものを会計基準等にのっとって作成しておりまして、そち

らの区のホームページからも、ウェルビーイング・ＳＤＧｓ推進ファンドの決算ですとか予算などは、

広くご確認いただけるようにしているところでございます。 

○こしば委員 

 ありがとうございます。 
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 その上で、先ほど筒井委員からも話がありました、今回、２年目を迎えた社団法人のめぐもりのプロ

ジェクトのことなのですが、こちらのほうは他世代間の相互交流の不足だとか、地域活動の担い手不足

が、また、防災・防犯への備え不足があって、そういったもろもろの課題を解決していきたいという 

  話をしておりますけども、そうなると本当に地元町会の自治会の、本来で言えばそういったところ

の話になってくるのではないかと思うのです。先ほどの話だと、課長の答弁など、地元地域の域を超え

て、全域で広げていくような発展性があるような、そんな回答もされていたと思うのですけれども、こ

とさらそれであれば、なおさら地域活動のほうの話、部署のほうにまたがっていくのではないかなと思

うのですが、その辺がぼやけているような感じがしてしまって、当然、地域活動の中にも様々な支援

パッケージであるわけですよね。当然、そこには後継者不足を解消していく補助金・助成金もたしか

あったと思うのですけれども、何か、これがどんどん広がっていくことによって、この事業をもちろん

否定しているものではないのですが、何か線引きというのが必要になってくるのではないかなとは思う

のですけれども、その辺り、要はいろいろなエリアから、これから手が挙がってくる。手が挙がるのは

別に悪くはないと思うのですけれども、そもそもこのめぐもりの団体自体がそこまで、品川全体にわ

たって活動を展開していく体力がそもそもあるのかどうかというのは分からないですし、正直そこまで

ないかなと思うのですが、その辺はどのようにお考えなのか、また、今後どういう見通しをつけている

のか教えていただきたいと思います。 

○井添ＳＤＧｓ推進担当課長 

 具体的に、２年目の一般社団法人めぐもりからの提案事業が地域に根差した地域の顔が見える関係性

を描いていく、つくっていくというような地域のコミュニティの活性化であったりといったところの事

業なので、既存の区の事業、地域産業部門での町会と連携した事業として展開していくべきではないか

というようなご質問かと思います。 

 こちらについては、もう既存の区でやっている事業についても、もちろん、それは各所管と連携して

やっているところでございますし、この事業についても地域産業振興課などとも情報共有した上で、こ

の事業自体も町会と連携してやっているところもございますので、情報共有はしているところではござ

いますが、このファンド事業のそもそもの目的というのが、地域課題の解決、それからＳＤＧｓの推進

につなげて、行く行くは区民のウェルビーイングの向上につなげていく、区民サービスの向上につなげ

ていくというところでございますので、地域での地域産業振興課のいろいろな助成事業のメニューとも、

全体的に当然把握した上で、このファンドのほうに手を挙げてくれた事業でございます。 

 また、今後は、この団体自体が品川区全域に展開していく体力があるのかというところについては、

この１団体だけで区内全域を満たすような活動をしていくのは正直難しいかとは思うのですけれど

も、１つこういう実績、昨年度から選定された事業、２年目の取組というところで、より発展して取り

組んでくださるところでございますので、それをきっかけとして、こういう展開が行政だけではなくて、

民間の団体がこういうふうに活動してくださって、いろいろな地域で活性化するような取組が、そして

地域とも連携してできればいいと思っております。なので、あらかじめ、これは地域産業振興課の事業

だから提案できませんとか、そういったところの線引きは、今のところはこちらのほうで線引きをする

ようなことは考えていないのですけれども、今後、もしそういうご指摘等ございましたら、その辺りも

含めて検討してまいりたいと思います。 

○こしば委員 

 ぜひ、そこは共有といいますか、調整していただきたいと思います。ややもすると独り歩きしてし
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まって、それがひいては、地域の中での何か交流の分断にもつながってくると、それは本来の趣旨と全

くかけ離れていってしまうのですので、そこは調整、共有をしていただきたいと思います。お願いしま

す。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたら、ご発言願います。 

 ほかになければ、以上で本件を終了いたします。 

 会議の運営上、暫時休憩いたします。 

○午後０時１２分休憩 

 

○午後１時１５分再開 

○松永委員長 

 それでは、ＳＤＧｓ推進・行財政改革特別委員会を再開いたします。 

                                              

 (2) 行財政に関すること 

○松永委員長 

 次に、（２）行財政に関することのうち、行政評価について調査を行います。 

 理事者より、行政評価についてご説明いただき、その後に、委員の皆様にはご意見・ご提案等をいた

だいて、活発な議論をしていただければと考えております。 

 それでは、理事者よりご説明願います。 

○吉岡政策推進担当課長 

 私から行財政に関することのうち、行政評価についてご説明をさせていただきます。 

 ＳｉｄｅＢｏｏｋｓにある資料をご覧ください。 

 初めに、項番１の行政評価の目的についてでございます。「区民とともに進める新時代のしながわ」

の実現のため、より実効性の高い施策展開に向けた事業内容の充実や、中長期的な視点からの施策のス

クラップ・アンド・ビルドを行うなど、事業の不断の検証、見直し、改善等を進めるものでございます。

また、その結果を予算に的確に反映させていくマネジメントサイクルを確立させることで、「区民の幸

福（しあわせ）」の視点から真に必要な行政サービスに資金を振り向けることを目的として実施するも

のでございます。 

 次に、項番２の実施状況でございますけれども、まず、（１）番の事務事業評価についてでございま

す。 

 ①の基本的な考え方でございますが、各事務事業の進捗状況を把握し、改善・見直しを図るため、

「品川区新公会計制度基本方針」に基づき、財務諸表を活用し、評価を実施するものでございます。 

 ②の対象事業につきましては、令和６年度予算事務事業の小事業（６５２事業）でございます。 

 ③今後のスケジュールでございますけれども、本委員会での説明後、決算特別委員会での審議にご活

用いただけるよう、全事務事業評価シートのほう提示させていただいております。その後、翌年１月に、

区としての最終評価を決定いたしまして、また、年明けですが、２月の本委員会で報告をさせていただ

いて、予算特別委員会での評価資料の提出、３月にはホームページ上で評価結果を公表する予定でござ

います。 

 恐れ入りますが、決算特別委員会の提出資料といたしまして、別紙の事務事業評価シート、本日、ご
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提出をさせていただいております。こちらは参考というところですけれども、２ページ目をご覧いただ

けますでしょうか。 

 本日は、参考という形になりますけれども、デジタル推進課所管の小事業、ＩＣＴ推進管理費のシー

トを見本といたしまして、改めてシートの記載概要を説明させていただければと思います。これは内容

ではなくて、それぞれの欄にどういうことが書いてあるかということをご説明させていただければと思

います。 

 まず、シートの左側、１番の基本情報の欄でございますけれども、こちらには長期基本計画や総合実

施計画における位置づけや事業期間、関連する個別計画、根拠法令要綱等を記載しているところでござ

います。 

 次に、その下の２番でございますけれども、こちらは事業の目的・概要を記載しておりまして、概要

には、目的を達成するための手法を具体的に記載しているところでございます。 

 次に、３番の事業の実績・課題ところでございますけれども、こちらは指標、取組内容・実績、指標

の達成状況、必要性・有効性を記載しております。 

 まず、指標についてでございますけれども、事業の成果を様々な角度から把握するために、小事業内

で複数の事業等を実施している場合は、可能な限り、それぞれ指標を設定しているところでございます。

また、事業の目的を踏まえて、アウトプット指標だけではなくて、可能な限り、所管においてアウトカ

ム指標を設定しているところでございます。 

 次に、その下、取組内容の実績についてでございますが、時期、手法、対象、人数など具体的に記載

をしておりまして、指標の達成状況のところでは、目標値と実績値、ここで乖離が大きい指標の要因を

分析いたしまして、必要性・有効性につきましては、取組実績や指標の達成状況等を踏まえながら記載

をしているところでございます。 

 次に、シートの右側に移りまして、４番の予算・決算でございますけれども、評価対象年度における

予算現額、決算額等を記載いたしまして、その下、決算額の主な内訳につきましては、額が大きいコメ

ントの主な内訳を記載いたしまして、効率性につきましては、不用額や執行率、また、コストの見直し

ですとか民間活力の可能性の観点、こうしたものを踏まえて記載するところでございます。 

 その下の５番の財務情報でございますけれども、行政コスト計算書、貸借対照表の数値から読み取れ

る特徴的事項を記載いたしまして、人件費比率や、特に数値が大きい部分、前年度からの変化が大きい

部分など、数値によって把握できる客観的事実と要因を記載しているところでございます。 

 ６番の評価でございますけれども、所管評価、そして最終評価の欄となっております。決算特別委員

会の提出資料といたしましては、例年どおり、こちら、あくまで実績ベースを記載したものを出させて

いただきまして、決算特別委員会の皆様のご審議でご活用いただければと考えております。所管評価お

よび最終評価の欄は、いずれも空欄で提出しておりますけれども、予算特別委員会で提出をする際には、

こちらに評価も入ったものを提出させていただくということでございます。 

 恐れ入りますが、１枚目資料にお戻りいただいてもよろしいでしょうか。 

 次に、資料右下の（２）番の政策評価についてでございます。こちらの基本的な考え方でございます

が、政策を実現するための手法、手段、計画に対する達成度などを明らかにいたしまして、区民の意見

を施策に反映させ、区民とともに区政を進めていくため、区民・有識者等で構成する評価委員会を設置

し、評価を実施するものでございます。 

 次に、評価対象分野についてでございますが、こちらは事業の分かりやすさ、こういったところから
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スポーツと今年度はしているところでございます。 

 次に、③のスケジュールでございますが、８月から政策評価委員会での事前検討、こちらは２回ほど

開催をいたしまして、政策評価の内容ですとかスポーツに関連する事業の説明、質疑・回答を行ったと

ころでございます。そして、９月８日の第３回の政策評価委員会は、ワークショップ形式によりまして、

スポーツに関する政策事業の課題や解決策などを議論していただいたところでございます。今後になり

ますが、１０月以降に政策評価委員会を２回開催いたしまして、翌２月には、こちらも事務事業評価同

様に、本委員会にて結果のほうをご報告させていただきまして、３月に結果を公表させていただければ

と思っております。 

○松永委員長 

 説明が終わりました。 

 それでは、本件につきまして、ご質疑・ご意見・ご提案等がございましたら、ご発言願います。 

○安藤委員 

 まず、目的で、「『区民の幸福（しあわせ）』の視点から真に必要な行政サービスに資源を振り向け

ることを目的」と書いているのですが、この「区民の幸福（しあわせ）」の視点というのは、つまりど

ういう視点なのかというのを伺いたいというのが１つです。 

 もう一つ、最終的に、この評価というのが決まっていくと思うのですが、これが決算に間に合わせる

ことはできないのでしょうか。なぜ今は空白になっているのでしょうかというのをお伺いしたいのと、

その評価の基準なのですが、最終的にはＡからＤになると思うのですけれども、評価の基準、何をもっ

てＡからＤというのを決めるのか伺いたいと思います。 

○吉岡政策推進担当課長 

 ３点、ご質問をいただきました。 

 まず、「区民の幸福（しあわせ）」の視点というところになるのですけれども、事業、既存の事業を

ずっと続けてきている部分もあれば、新しく始めた事業もあるかと思いますが、今、時代の役割に応じ

て、本当に福祉の向上に資する事業というのは変わってくるというところもございます。そういったと

ころ、今、ウェルビーイングというような言葉も使っておりますけども、いわゆる区民の福祉の向上に

つながっているのかというところを、改めて実績等を見ながら評価をしていく、また、改善・見直しに

つなげていくというところでございます。 

 また、評価に間に合わないのかというところなのですけれども、間に合う、間に合わないというとこ

ろは時間軸の話でございまして、ここで評価を確定させないのは、決算特別委員会、あるいは次の予算

編成に向けて、皆様からの、議員の皆さんもそうですし、区民の皆様、関係団体の声を反映させながら

評価を確定していくというところで、この時期は評価を下すべきではないというところが実情でござい

ます。 

 評価の基準というところでございますが、やはりいろいろな福祉施策、まちづくり施策、防災施策、

捉える基準が少し異なりますので、一律にというところではないのですけれども、将来的な行政需要が

高い、重点的に実施すべきものがあれば、そういったＡに近いというような評価もなりますし、逆に、

法定受託事務、そういったところで区のほうが、手法ですとか、工夫がしづらい、あるいは一旦拡大し

て、このまま継続してくるようなものはＤという評価をさせていただくというところで、数値で何％変

わったからＡなのか、Ｂなのかというところは、なかなか申し上げにくいですが、そういったところで

しっかり数値等、あるいは取組、そういったものをしっかりと見ながら評価をしていくというところで
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ございます。 

○安藤委員 

 福祉の向上につながっているのかということでしたので、そこは大事な視点だと思いますので、自治

体の役割に直結してくることですので、この事務事業評価で様々な福祉施策の削減につながらないよう

に、それを強くお願いしたいと思います。 

 それと、評価が現在のところないというのは、間に合う、間に合わない話ではないという、よく理解

できました。そのとおりだと思うので、理解いたしました。 

 それと、何をもってＡからＤというところなのですが、様々、この評価シートの中に書いている内容

について、項目についてご説明を冒頭にいただいたのですが、もう少し、どの辺を重要視して決めると

か、先ほど説明いただいた項目に基づいて何か評価基準というのですか、もう一度説明いただきたいと

思います。これは質問です。 

 それと、政策評価のほうなのですけれども、今年はスポーツということでしたが、この政策の選定を

行っているのはどなたで、その選定の基準というは何かあるのか伺いたいと思います。 

○吉岡政策推進担当課長 

 事務事業評価と政策評価、それぞれ１件点ずつご質問いただいたかと思います。 

 事務事業評価のところについてなのですけれども、まず、評価のどこのシートを見ると、そういった

評価につながっていくかというところなのですが、まず、この事務事業評価の特徴としては、少しでも

改善・見直しにつなげていこうというところが１つ大きな主眼となっているところでございます。そう

いったところで言うと、３番の事業の実績・課題のところ、４番の予算・決算のところ、こういったと

ころで、必要性・有効性、執行率、指標の達成状況、こういったところが見てとれるというところでご

ざいます。こういったところで、目標と実績の乖離がある、あるいは執行率があまりにも低くなってい

る、こうしたところに関しては、やはり課題があるというところで、見直しなのか、改善なのか、ある

いはそういったところが加えられるのかというところが１つ、評価に直結していくようなところになる

かと思います。一方で、なかなかこういった課題が解決できない、あるいは、役割に応じていないとい

うところであれば、そこがⅮ評価につながっていくのかなと考えているところでございます。 

 また、政策評価のスポーツの選定についてというところなのですけれども、こちらは今年度におきま

しても、昨年度、一昨年度におきましても、事業を設定しているのは、区のほうで選定をしているとこ

ろでございます。１つ、選定の理由といたしましては、先ほど申し上げたとおり、まず、区民にとって

分かりやすいというところで、一昨年度は防災環境、昨年度は地域社会という形で選定をしていたとい

うところでございます。 

○安藤委員 

 考え方は分かりました。 

 政策委員のほうなのですけれども、１１名いらっしゃるのですが、区内在学者２名と区民の方３名と

いうことで、この公募のやり方なのですけれども、どんなふうにやっているのか伺いたいと思います。 

 それと、区内関係団体というのが３人の方、選定されていると思うのですけれども、この選定の考え

方も伺いたいと思います。 

 それと、政策評価委員会というのは、開催のお知らせというのですか、それというのは、区民にどの

ように知らせているのか。原則公開となっておりましたけれども、伺いたいと思います。 

○吉岡政策推進担当課長 
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 まず、公募の考え方でございますけれども、５月から６月の１か月間、政策評価委員会で評価対象分

野を示した上で、作文を書いていただいて、応募いただくというような形でやっているところでござい

ます。実際、今年度、７名の方に応募いただいて、２名の方を選定したというところでございます。 

 あと、委員構成のところなのですけれども、全体で１１名おりまして、学識の経験者の方が３名、関

係団体の方が４名、区内在学者の方が２名、区民の方が２名の計１１名となっておりまして、関係団体

につきましては、スポーツというところを挙げたところで、いわゆる関係を持っている団体のところか

ら積極的な意見が聞ける、あるいは、一般の区民の方が思っているところをそういった形も聞いて、質

疑に答えていただけるような方たちを選んでいるというところでございます。 

 開催の仕方についてなのですけれども、今、政策評価委員会、１回から５回までございまし

て、１、２回が事前検討会というところで、こちらは事業をしっかりと知っていただく、何というので

しょう、基本的なものも質問していただくというところで、闊達な議論をしていただくというところで、

こちらは非公開という形でやらせていただいています。３回目のワークショップにつきましては、こち

らは公開ということで、ただ、傍聴のほうはホームページでも募集しましたけれども、傍聴はいなかっ

たというところでございます。４回目につきましては、１、２、３回で出てきた意見・質問のところを

まとめていく作業になりますので、学識の方だけ集まっていただく形で、こちらも非公開ということを

想定しているところでございます。５回目につきましては、提言というところで、政策評価委員の皆さ

んがまとめていく作業になりますので、こちらのほうは公開ということで開催させていただくものでご

ざいます。 

○安藤委員 

 分かりました。 

 テーマによって、関係団体ですとか、あるいは公募区民とかというのを、毎年変えているということ

なのかなと理解したのですけれども、そういうことでいいのかという確認と、それと、この事務事業評

価と政策評価ですが、この政策評価のほうは１１月に昨年、提言を受けて、今年も同時期に提言という

ことになるのではないかと思うのですけれども、区は、この評価委員会の評価、提言を、新年度予算に

どのように反映する方針というのを持っているのか伺いたい。 

 あとは、事務事業評価の結果についても、これをどういうふうに反映させるという方針を区は持って

いるのか。それぞれについて、やるのですけれども、考え方として、区として、これをこういうふうに

反映する方針ですというのがあれば教えていただきたいと思います。 

○吉岡政策推進担当課長 

 政策評価委員のメンバーのことと、あと予算編成に関連するお話をいただきましたけれども、まず、

メンバーのところでございますが、学識経験者の委員長、副委員長、これ、１名ずつにつきましては、

政策評価あるいは行政評価について明るい方ということで、こちらのほうは固定でお願いしたところで

ございますけれども、委員おっしゃるとおり、それ以外の委員につきましては、分野を示して、それに

関係する団体、あるいは、それに興味がある方を募集しているということで、従前行っているところで

ございます。 

 この政策評価委員会でいただいた意見と事務事業評価についてなのですけれども、最終的には区で判

断するような形になるのですが、例えば昨年度、政策評価委員のほうでいただいた意見といたしまして、

地域社会を取り上げたところであるのですけれども、その中で、どうマンションの住民の方と地域を結

びつけていくかという提言をいただいたときに、それに拡充する予算を編成したりですとか、あとはエ
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シカル商品、こういったものも地域社会の分野で扱ったのですが、なかなか一般の方の理解度がまだ届

いてないというところもありますので、そういった周知に充実させるような事業展開にしたというとこ

ろで活かしたところでございます。 

 おっしゃるとり、事務事業評価につきましても、当然ながらこれを予算編成につなげていくというと

ころで、いわゆるＰＤＣＡサイクルのところのＣの部分というところでございますので、次の予算に生

かしていく、Ａにつなげていくというところで活用しているところでございます。 

○安藤委員 

 分かりました。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたら、ご発言願います。 

○新妻委員 

 行政評価につきまして、森澤区長が公約として掲げて始まった、この事業かと思います。今年３年目

ということでよろしいでしょうか。令和５年から始まって、令和５年は令和４年度の事業、そし

て６年、７年と３年目かと思います。この３年を迎えた、まず、区の評価と、何でしょうか、やった上

でのよかったこと、また、課題ですか、職員の負担等も含めた評価をお聞きしたいと思います。 

○吉岡政策推進担当課長 

 委員おっしゃるとおり、こちら、行政評価のほうは今年度で３年目というところでございます。 

 まずは、よかったことというのは、やはり今までも、この事務事業評価、行政評価を行っていなくて

も、いわゆる事業実施の中で、あるいは予算要求、予算編成の中で、事業はしっかり見直してきところ

でございますけれども、こういった１つのシートとして見える化をしたことによって、議会の皆さん、

あるいは区民の皆さんからも、こうした見えることで、より多くの意見をいただけるようになって、よ

り改善につながっているのかなというところを感じております。そういったところがよかったところと

いう部分でございます。 

 そういったところで、やはり一番の課題というのは、特に１年目、職員の負担というのが非常に大き

かったところでございます。今回、今年度は６５２事業を対象にしておりますけれども、やはりこの

シートを作成するのに、作成者、あるいはチェックをする職員、こういったもので非常に多くの人間が

携わっておりますので、ここの評価にかける作業と、しっかりとその改善・見直しにつなげていくもの、

こういったものが釣合いが取れるように、工夫しながら進めていかなければいけないなというところが

課題でございます。 

○新妻委員 

 より多くの意見が聞けるようになったという１つの評価がありますが、具体的に何か、今までとは違

うところで、区への予算に関して、具体的にこういう声が上がってきたということがあれば教えていた

だきたいというのが１点です。 

 そして、私も、これはすごく大量の、それぞれの全事業がここで評価をされているので、目を通させ

ていただくのですけれども、なかなかやはり読み取れない部分もあったりしていますのと、今後も引き

続き、分かりやすい提示というのには心がけていただきたい。 

 そして、区長が掲げられたウェルビーイング予算というのは、区の予算の１％、約２０億円余りです

か、そこの予算が捻出をされると。様々な事業を評価した上で、組み替えながら、２０億円の予算が

ウェルビーイング予算として使えるような、それが事務事業評価の１つの成果であると思うのですけれ
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ども、なりました。今後の在り方として、ずっとこの事務事業評価のやり方で、区の予算の１％の捻出

というのをどういう形で進めていくのか、今後の方向性をお聞きしたいのが１点です。 

 それと、もう１点が、区の予算の中でやりくりするということが、無駄なところには予算をつけない

というのは当たり前でありますけれども、国の予算であったり、東京都の予算であったり、そことの連

携もすごく重要かと思っています。東京都の予算に関しては、副区長も東京都出身であり、区長も都議

会議員出身であるので、様々人脈の中からいち早い情報を得られているのかなということを感じながら、

この予算配分の中でも、都の予算というのは活用されているなという印象があります。 

 また、国の予算においても、多分に活用がされていると思うのですが、なかなか区にとって使いやす

い予算ではなかったり、予算があったとしても、区の事業には少しそぐわないというようなこともあろ

うかと思うのですけれども、国の予算や東京都の予算と、また、タイムラグがあるということもありま

す。新年度のときに、それぞれが新年度でスタートをするので、同時にその予算を使えないという歯が

ゆいところもあるのだろうと思うのですけれども、今後、国の予算や東京都の予算の、そこをより多く

活用するためには、どういうことが必要なのかという区のお考えがあれば教えていただきたいと思いま

す。 

○吉岡政策推進担当課長  

 幾つかのご質問いただきまして、順不同で対応させていただきます。 

 まず、区民の声というところで、これは事務事業評価シートでこういった出ている部分もありますの

で、これは各所管課のほうにはなりますけれども、そういった、見たことによって、改めて課題という

ものが把握できたというところで、こういうふうにしてほしいというような声が上がったと聞いており

ますので、予算に直接跳ね返っているか、あるいは事業の手法に変えられるかというところはあります

が、そういった部分でよりよい事業になっていっているのではないかと感じてはいるところでございま

す。 

 あと、読み取れないという部分のご指摘をいただきました。これは本当に事業のボリュームというか

事業の規模感にもよるのですけれども、非常にシートの中に記載満載というようなところもございまし

て、確かに分かりづらい、あるいは行政用語といいますか、少し分かりづらい部分もございます。区民

の皆さんに分かりやすく示していくというところでは、こういったシートとはまた別として、何かお示

しをしていく必要があるのだろうと思ってございます。 

 あと予算の確保、財源の確保というところでございます。令和８年度の予算編成における、いわゆる

依命通達の中でも、今年度も２０億円の目標というところでございますけども、この２年続けて、非常

に事業の見直しが進んでいるところで、絞っていくところがさらにあるのだろうかというところは、正

直、担当としても課題と捉えているところではございます。本年度は、そういった目標にさせていただ

いておりますけども、本年度の実績を踏まえまして、また、来年度以降、どういうふうにそういった財

源目標を立てていくのかというところは考えていきたいと考えてございます。 

 また、国、都の予算、こちらの活用というのは非常に重要なところでございまして、当然そういった

ものを活用できる事業につきましては、しっかりと維持していきたいと考えているところでございます。

やはりこういった予算がついていないところに関しては、所管だけでなくて、こういった企画財政部門

のところでもこういったものが使えないかというところをコミュニケーション、国ですとか都と取って

いく必要があるとは認識をしているところでございます。 

○新妻委員 
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 本当に国の予算とか、国の考え方によってつけるわけですけれども、品川区にしっかりとそぐうよう

な予算をつけるためには、１つの課だけで見るのではなくて、庁内横断で、それぞれの課が連携してや

ることによって、この予算は使えるというようなものも出てくるのではないかと思いますので、そこは

うまく、しっかり連携をしていただきたいと思います。 

 最後に、評価委員会の委員についてお聞きしたいのですが、今、ご説明がありましたとおりですけれ

ども、この中で、大学生や公募区民の方が入っております。公募区民の方は公募だと思うのですけれど

も、大学生に関しては、どういう形で入っていただいているのかを教えていただきたいと思います。 

○吉岡政策推進担当課長 

 大学につきまして、その年々でお願いする大学のほう、いわゆる連携協定を結んでいるところの大学

にお願いしているところでございまして、今年度は立正大学の学生にお願いしているところでございま

す。教授のほうに、学部の中で、こういったいわゆる行政評価あるいは行政に興味のある方に、ご推薦

をいただくという形で、男性１名、女性１名の選出をいただいたというところでございます。 

○新妻委員 

 そういう知見のある大学生が入っているということで、しっかり、これ、この方たちが、若い目線で

の発言をいただくことがすごく大事かと思うのです。名前だけ載せているということではなくて。区の

予算の在り方について、若い方たちの意見を反映させるように発言をいただくということが大事なのだ

ろうと思うのですが、実際にこの方たちは発言をしっかりいただいているのでしょうか。 

○吉岡政策推進担当課長 

 この政策評価委員、委員長を入れて１１名というところでございますが、委員おっしゃるとおり、そ

ういったところの懸念を解消するために、ある程度人数を絞ってやっているというところでございまし

て、今年度も昨年度もそれまでも、大学生の皆さん、活発にご議論いただいているところでございます。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたら、ご発言願います。 

○まつざわ委員 

 新妻委員のお話に関連するのですけれども、やはり区長の肝煎りで始まったという認識の中で、今

回、６５２事業があって、私たちも、この評価シートを見て、はっきり言って、私、こんなに事業があ

るのかという一方で、職員は大変だという声も本当によく聞くのです。そうすると、公約ではありまし

たけれども、３年たってきていて、全部を見直すという労力と、例えば、３年たって、これからいろい

ろこの先という話が出ていた中で、調べたのですが、ゼロベース方式というのがあるのですって。要は

全部ゼロからこうやって組み直すという。それも、それをするにも、６５２全部ではなくて、例えば各

所管の何％か何割かを出して、これぐらいをまずやりましょうというのを、ゼロベース査定をしていく

やり方をこれからするとすると、全部の事業を評価するのと、例えばそういうゼロベース方式で、ゼロ

査定から１から落としていくというやり方だと、どちらのほうが、何といいますか、効率がいいという

か大変ではないのか、そういうのは分かるものなのですか。 

○吉岡政策推進担当課長 

 今のご質問なのですけれども、そちらについてはシミュレーションを取っていないので、あくまで担

当の感想レベルにはなってしまうのですが、今、事務事業評価も３年目というところで、ある程度、特

に昨年度から今年度はシートの記載欄は変えてございません。そういった意味では、変わった部分に注

視して記載をしっかりと考えていただく、取り組んだことを書いていただくというところでございます
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ので、１年目に比べると、１年目は１から作り出さなくてはいけないので、それに比べると負担感は

減ってきているかなというところではございます。一方で、全事業を見直して、毎年見直して、本当に

改善・見直すところが出てきているのかというのは正直ありますので、そういった段階においては、や

はりかけた時間に対して、いわゆる改善・見直し事項が出てこないと、時間のほうが使ってしまい過ぎ

なのかというところもございますので、何かそういった委員のご提案も含めて、変えていく必要がある

のだろうとは認識しております。 

○まつざわ委員 

 そうしますと、例えばサンセット条項というのがあるのです。これ、３年か５年で事業をこうやって

終了させて、第三機関でもう一回調査して、また、それをゼロで考える、こういうのを調べてみると、

いろいろなやり方があるのだなと思ったので、もう皆さんのほうがお詳しいので、例えばそういうのか

ら、何というのですか、なるべく負担をなくして、でも、何というのですか、スクラップ・アンド・ビ

ルドでもう新しいのばかりやっていて、事業をなくすのはなかなか大変ですよね、多分。それは本当に

大変なことだと思っているので、例えばそういった条項を組んでやってしまうとか、政策評価委員の方

たちの中で、評価はその方たちも、皆さんもやるのですよね。例えばＣ評価が２年続いてしまったら、

もう予算は半分ですとか、それぐらいもう初めから組み込んでしまうとか、そういったやり方というの

を今後こうやって踏まえていくというのは、評価のやり方としていいものなのか、少し違うものなのか、

そのお話を聞きたいなと思います。難しいですか。すみません。 

○吉岡政策推進担当課長 

 評価軸を変えてというところのご提案だと考えております。先ほどお話ししたように、行政の事業と

いいますか、施策というのは非常に多岐にわたるものでございまして、何を基準に、これは何％かと、

執行率が低いから悪いのかとか、高ければ絶対いいのかとか、そういったものではございませんので、

なかなかそういった一律の数字だけで見るというのは難しいと認識をしているところではございますが、

ご提案のサンセット方式とか、そういったものも、やはり我々も研究をしているところでございまして、

財源をしっかりと確保していく、事業をしっかり直すような体制というのは非常に重要だと思っていま

す。 

○まつざわ委員 

 本当にとても大変なことだと思っていますので、やはり継続しながら、一番怖いのは、そのままでい

いやという、ただやみくもに惰性で継続してしまうというのが、こういう事務事業の一番怖いところだ

と思っているので、何かいろいろなことをやりながらも、また、自分たちに過度な負担がかからない何

かいい方法を一緒に見つけていけたらと思います。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等ございましたら、ご発言願います。 

 よろしいでしょうか。 

○筒井委員 

 いよいよ３年目を迎えたということで、事務事業評価については、本当に見える化で改善につながっ

たと、今もお話がありましたけれども、議員としても非常に助かっておりますし、自治体によっては事

務事業評価がなくて、それをつくってほしいという、そうした市民の声とかが出ているような、そうし

た自治体がある中、品川区はこうしてやっていただいているということ、非常にいいことだと思ってお

ります。 
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 大田区でも、品川区の影響受けてか、次年度からやり出すという話も聞いておりますし、職員の負担

というのもあるかと思うのですけれども、最初の初年度がやはり一番大変だと思うのですが、初年度に

比べて負担感は減ってきたということで、ぜひ、負担で得られるこうした見える化の改善というのは、

本当にすばらしいことですので、逆に区民、皆さんが一生懸命やられていることをもっと、こうして

やっています、ウェルビーイング予算は事務事業評価によって捻出してやっていますということを、も

う少し区民の方も、何をやっているのか分からない面もあると思いますので、ぜひ区民に対して対外的

にもっとアピールしていって、品川区の誇る事務事業評価、行政評価というのをやっていっていただき

たいと思っております。 

 今回、対象事業が６５２事業となっておりますけれども、前年度は６６９事業、全ての事業対象とい

うことだったのですが、今度６５２ということで減ったのですけれども、これも全ての事業なのかとい

うことと、６６９から６５２になった理由というのをお知らせください。 

○吉岡政策推進担当課長 

 昨年度の事務事業評価を実施した予算事務事業が６６９事業ということで、今回６５２ですの

で１７事業差分がございます。こういった中で、どういった、内訳はあれなのですけれども、廃止完了

になった事業があるというところと、あと２つの事業が統合して１つの事業になったとか、あるいは、

令和６年度から開始した新規事業というのがございますので、その相差で１７事業減ったというところ

でございます。全体的には、人件費とか予備費、こういったものは除いておりますけれども、基本的な

事業については、全事業を対象とした事務事業評価となっているところでございます。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等ございましたら、ご発言願います。 

 よろしいでしょうか。 

 ほかになければ、以上で本件および特定事件調査を終了いたします。 

                                              

２ その他 

 (1) 議会閉会中継続審査調査事項について 

○松永委員長 

 次に、予定表２のその他を議題に供します。 

 初めに（１）議会閉会中継続審査調査事項についてでございますが、ＳｉｄｅＢｏｏｋｓにて配付の

申出書案のとおりでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○松永委員長 

 それでは、この案のとおり申出をいたします。 

 以上で本件を終了いたします。 

                                              

 (2) その他 

○松永委員長 

 次に、その他で何かございますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○松永委員長 
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 特にないようですので、正副委員長より次回の委員会についてご案内いたします。 

 次回の１１月６日木曜日の委員会では、ＳＤＧｓに関することに関連して、大田区に視察へ参ります。

当日は、一度、委員会室にお集まりいただきます。お時間がないことが見込まれますので、移動となり

ましたら速やかにご移動ができるよう十分ご準備いただき、お集まりいただくようお願いいたします。 

 以上でその他を終了いたします。 

 以上で本日の予定は全て終了いたしました。 

 これをもちまして、ＳＤＧｓ推進・行財政改革特別委員会を閉会いたします。 

○午後１時５１分閉会 


